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第１章 計画の基本的事項 

 １  計画策定の趣旨 

産業革命以降、私たちの生活が便利になるとともに、人間活動を主な要因として世界の平均

気温は上昇しています。気温の上昇は気候変動＊に影響を与え、海面上昇や洪水の発生など様々

な形で顕在化しています。このままの状況が続いた場合、さらなる気候変動によるリスクの増

大が懸念され、地球温暖化*対策の推進は、地球規模での課題となっています。 

国では、令和3（2021）年 6月に施行された、地球温暖化対策の推進に関する法律＊（以下

「温対法」という。）の改正において、令和32（2050）年までのカーボンニュートラル＊を基

本理念に盛り込み、同年 10 月に閣議決定された地球温暖化対策計画*では、令和 12（2030）

年度の温室効果ガス*削減目標を平成 25（2013）年度比 46％削減とし、さらに 50％の高み

に向けて挑戦を続けるとしました。 

本町では、これまで令和 6（2024）年度までを計画期間とする島本町環境基本計画におい

て、低炭素社会の形成を目指し、地球温暖化に関する啓発、省資源・省エネルギーに関する意

識啓発、公共施設等での省エネルギー対策等の取組を進めてきましたが、こうした地球規模で

の気候変動の影響やそれをうけての国内の法令改正などの情勢変化等を踏まえ、これまで以上

に地球温暖化対策に取り組んでいく必要があります。 

本計画は、本町における地球温暖化対策を推進するための具体的な目標や施策を定めること

で、住民、事業者、町が一体となり、地球温暖化防止、影響の緩和策*と適応策*を推進するこ

とを目的とします。 

 

◆気候変動の緩和策・適応策の関係 

 
出典：気候変動の観測・予測及び影響評価総合レポート「日本の気候変動とその影響」（2012 年度版）（環境省）  

気候変動 
（地球温暖化） 

影響 

【緩和策】 
温室効果ガスの排出削減と吸収対策 

≪例≫ 
◆省エネルギー対策 
◆再生可能エネルギーの普及拡大 
◆CO2の吸収源対策 
◆CO2の回収・貯留 

【適応策】 
悪影響への備えと新しい気候条件の利用 

≪例≫ 
◆渇水対策 
◆治水対策、洪水危機管理 
◆熱中症予防、感染症対策 
◆農作物の高温障害対策 
◆生態系の保全 

人間活動による 
温室効果ガス濃度 

の上昇を抑制 
最大限の緩和策 

でも避けられない 
影響を軽減 
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 ２  計画の位置づけ 

本計画は、本町の自然的・社会的特性に応じて、温室効果ガス＊排出の削減を総合的かつ計画的

に進めるため、「温対法＊」第21条第 4項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」とし

て策定するものです。 

また、気候変動の影響による被害を軽減または回避し、安心・安全で持続可能な社会を構築す

ることを目的とした気候変動適応法＊第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」を内包すること

とします。 

なお、本町では本計画のほかに、町の事業から排出される温室効果ガス排出量の削減を図るた

め、「島本町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、町の事務事業における温室効果

ガス排出量の削減に率先して取り組んでいるところです。 

本計画では、計画期間に達成すべき目標、その目標を達成するために実施する措置の内容、施

策等について定めることで、住民・事業者・町などの各主体が地球温暖化＊対策を推進する上で指

針となる役割を定めます。 

また、本計画の推進に当たっては、町の最上位計画である島本町総合計画や各関連計画等との

整合・連携を図ります。 

 

◆計画の位置付け 

 

  

地球温暖化対策実行計画 
 
 
 
 

島本町総合計画 

島本町地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

関連する個別計画 

・島本町都市計画マスタープラン 
・島本町一般廃棄物処理基本計画 
・島本町森林整備計画 
・島本町生物多様性＊保全・創出ガイ
ドライン 

等 

島本町地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編） 

連携 

整合 

地球温暖化対策の推進に関する法律＊ 気候変動適応法 

大阪府地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

 
 
 

大阪府気候変動適応計画 

整合 整合 

島本町環境基本計画 

整合 
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 ３  計画期間 

本計画の計画期間は、令和５（2023）年度から令和 12（2030）年度までとします。 

目標年度は、令和 12（2030）年度とし、長期目標年を令和 32（2050）年として将来像を設

定します。 

本計画の基準年度（基準となる温室効果ガス＊排出量を算定する年度）は、国の地球温暖化対策

計画＊に合わせて平成25（2013）年度とします。 

なお、計画期間中の社会的な情勢の変化や国の動向等に対応するため、本計画の進捗及び実施

状況を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

◆計画期間と基準年度、目標年度 

区 分 年 度 

計画期間 令和 5（2023）年度～令和 12（2030）年度（8年間） 

基準年度※1 平成 25（2013）年度 

目標年度※2 
中期：令和 12（2030）年度 

長期：令和 32（2050）年度 

※1 温室効果ガス排出量の増減を比較するための基準となる年度 

※2 温室効果ガス排出量の削減目標を達成すべき年度 

 

 

 ４  計画の主体 

計画の主体は、住民、事業者及び町とし、3者協働のもと、本町における地球温暖化＊対策を総

合的かつ計画的に推進します。 

 

◆各主体の役割 

  

各々の責務と 
連携による 
計画の推進 

町 

事業者 住民 

日常生活が地球温暖化に関連している
ことを理解し、住民一人ひとりの問題
であることを自覚するとともに、身近
なことから創意工夫のある取組を行い
ます。 
 
事業活動から発生する温室効果ガスの
排出抑制対策に取り組むとともに、事
業活動や提供する製品・サービスによ
る温室効果ガス削減に関する情報を積
極的に発信します。 
 
計画に掲げた温室効果ガス削減目標の
達成に向けて地球温暖化に関する様々
な施策を総合的かつ計画的に推進する
とともに、自らも事業者であることを
自覚し、率先して取組を行います。 

住民 

事業者 

町 



4 

 ５  対象とする温室効果ガス＊ 

本計画で対象とする温室効果ガスは、温対法＊第 2 条第 3 項に規定する 7種類のガス（二酸化

炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ

化硫黄、三ふっ化窒素）とします。 

なお、本町においては、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫

黄及び三ふっ化窒素については排出がない、または微量であるため、後に示す本町の温室効果ガ

ス排出量の推計には含めないものとします。 

また、本計画で対象とする部門・分野は、エネルギー起源二酸化炭素（産業部門、業務その他

部門＊、家庭部門、運輸部門）、非エネルギー起源二酸化炭素（廃棄物分野）、メタン、一酸化二窒

素とします。 

 

◆計画の対象とする温室効果ガス及び部門・分野 

温室効果ガス 主な発生源 

地球温暖

化係数 

（GWP） 

排出量

の推計

対象 

二酸化炭素 

（CO2） 

エネルギー 

起源 

石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃

焼、電気の使用（火力発電所によるもの）等 
1 ○ 

非エネルギー 

起源 

廃棄物の焼却処理、セメントや石灰石製造

等の工業プロセス等 
1 ○ 

メタン（CH4） 
稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の焼却処理、

排水処理、自動車の走行等 
25 ○ 

一酸化二窒素（N2O） 
化石燃料の燃焼、化学肥料の施肥、排水処

理、自動車の走行等 
298 ○ 

ハイドロフルオロカーボン類 

（HFCs） 

冷凍空気調和機器・プラスチック・噴霧器・

半導体素子等の製造、溶剤としてのHFCs の

使用、クロロジフルオロメタン又はHFCs の

製造 

12～ 

14,800 
 

パーフルオロカーボン類

（PFCs） 

アルミニウムの製造、半導体素子等の製造、

溶剤等としての PFCs の使用、PFCs の製造 

7,390～ 

17,340 
 

六ふっ化硫黄（SF6） 

マグネシウム合金の鋳造、電気機械器具や

半導体素子等の製造、変圧器・開閉器・遮断

機その他の電気機械器具の使用・点検・廃

棄、SF6の製造 

22,800  

三ふっ化窒素（NF3） 半導体素子等の製造、NF3の製造 17,200  

注）地球温暖化
＊
係数（GWP）…各種温室効果ガスを二酸化炭素（CO2）に換算するための「温室効果」の指標。 

二酸化炭素を基準として、他の温室効果ガスがどれだけ温暖化する能力があるか 

を表す。 
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 ６  計画の構成 

第 1章 計画の基本的事項 

 

 

第 2章 地球温暖化の国内外の動向 

 

 

 

 

 

第 3章 島本町の現状 

 

 

 

 

 

 

第 4章 温室効果ガス排出量の削減目標 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 削減目標達成に向けた取組（緩和策） 

 

 

 

 

第 6章 気候変動への適応策（地域気候変動適応計画） 

 

 

 

 

第 7章 計画の推進体制・進行管理 

 1 計画策定の主旨     2 計画の位置づけ        3 計画の期間 
 4 計画の主体       5 対象とする温室効果ガス    6 計画の構成 

 1 地球温暖化のメカニズムとその影響 
 （1）地球温暖化のメカニズム       （2）地球温暖化の影響 

 2 地球温暖化対策の現状 
 （1）国際的な動向            （2）国内の動向 

 1 島本町の地域特性 
 （1）自然的特性                （2）社会的特性 

 2 アンケート結果にみる島本町の課題 

 3 島本町における温室効果ガス排出量の現状 
 （1）温室効果ガス排出量の算定方法       （2）温室効果ガス排出量の現状 

 1 温室効果ガス排出量の将来推計 
 （1）現状趨勢ケース（BAU）における温室効果ガス排出量  （2）対策による削減効果 

 （3）再生可能エネルギー導入ポテンシャル       （4）森林による温室効果ガス吸収量の将来推計 

 2 温室効果ガス排出量の削減目標 
 （1）短期（令和 12（2030）年度）目標       （2）長期（令和 32（2050）年度）目標 

 3 再生可能エネルギーの導入目標 

 1 目指す将来像    2 目標達成に向けた取組の方向性    3 施策の体系 
 4 基本方針毎の取組 
   基本方針 1 省エネルギー対策の推進     基本方針 2 再生可能エネルギーの利用促進 

   基本方針 3 脱炭素なまちづくり       基本方針 4 循環型社会の形成 

 （3）再生可能エネルギーの導入ポテンシャル       （4）森林による温室効果ガス吸収量の将来推計 

 1 気候変動への適応とは     2 気候変動における影響評価 
 （1）気候変動による影響    （2）気候変動による本町への影響（アンケート調査結果より） 

 3 気候変動の影響に対する適応策 
   基本方針 5 気候変動対策の推進 

   基本方針 3 脱炭素なまちづくり       基本方針 4 循環型社会の形成 

 （3）再生可能エネルギーの導入ポテンシャル       （4）森林による温室効果ガス吸収量の将来推計 

適応策 

緩和策 

 1 推進体制           2 進捗管理 
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第２章 地球温暖化＊の国内外の動向 

 １  地球温暖化のメカニズムとその影響 

（1）地球温暖化のメカニズム 

地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、その

主な要因は人為的な温室効果ガス＊の排出量の増加であるとされています。温室効果ガスは二

酸化炭素やメタン、フロン等の総称です。20 世紀半ば以降、世界の平均気温は上昇し続けて

います。18 世紀後半の産業革命以降、人間が大量の化石燃料を消費し、これに伴い大量の温

室効果ガスが排出され、大気中の温室効果ガス濃度が急激に上昇したことが地球温暖化の要

因であると考えられています。 

地球温暖化は、地球全体の気候に大きな変動をもたらすものであり、近年、世界各地で発

生している記録的な猛暑や干ばつ、熱波、集中豪雨、台風等といった異常気象への影響が指

摘されています。 

 

◆温室効果ガスと地球温暖化メカニズム 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 
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（2）地球温暖化＊の影響 

 ① 世界における影響 

ア 年平均気温の推移 

世界の平均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100 年あたり 0.73℃

の割合で上昇しています。特に 1990 年代半ば以降、高温となる年が多くなっています。ま

た、気温上昇は北半球の緯度の高い地域ほど大きくなっており、昭和 54（1979）年〜令和

3（2021）年の短い期間で顕著に高くなっています。 

 

◆年平均気温偏差の経年変化 

出典：気象庁 

 

  

● 各年の平均気温の基準値からの偏差 

偏差の 5 年移動平均値 

長期変化傾向 
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イ 地球温暖化＊の予測 

IPCC＊（気候変動に関する政府間パネル）が公表した「第 5 次評価報告書・統合報告書」

（平成 26（2014）年度）によると、「気候システムの温暖化については疑う余地がなく、

20 世紀半ば以降に観測された温暖化の主な要因は、人間活動の可能性が極めて高い」とし、

さらに、令和 3（2021）年に公表された「第 6 次評価報告書・第 1 作業部会報告書」では、

「人間活動が大気・海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と示されま

した。 

IPCC「第 6 次評価報告書・第 1 作業部会報告書」では、SSP シナリオ＊（共有社会経済経

路（Shared Socioeconomic Pathways、以下、SSP））と放射強制力＊を組み合わせた 5 つ

のシナリオが示されており、21 世紀半ばに CO2 排出正味ゼロ＊が実現する最善シナリオ

（SSP1-1.9）においても、令和 3（2021）〜令和 22（2040）年平均の気温上昇は 1.5℃に

達する可能性があると発表されています。また、化石燃料依存型の発展の下で気候変動＊対策

を導入しない最大排出シナリオ（SSP5-8.5）の場合、21 世紀末までに 3.3〜5.7℃の上昇が

予測されています。 

さらに、CO2 の累積排出量と気温上昇量の変化は比例関係にあることから、気温上昇を

1.5℃に抑えるためには、残りの排出量を 4,000 億トン以下にすることや気温上昇をあるレ

ベルで止めるためには、少なくとも CO2 排出正味ゼロを達成し、その他の温室効果ガス＊も

大幅に削減する必要があるとされています。 

 

◆昭和 25（1950）年から令和 82（2100）年までの気温変化 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター  
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◆CO2累積排出量と気温上昇量の関係 

 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター 

 

◆SSPシナリオ＊の概要 

シナリオ シナリオの概要 

SSP1-1.9 

持続可能な発展の下で 

気温上昇を 1.5℃以下におさえるシナリオ 

  21 世紀末までの気温上昇（工業化前基準）を 

  1.5℃以下に抑える政策を導入 

  21 世紀半ばに CO2排出正味ゼロの見込み 

SSP1-2.6 

持続可能な発展の下で 

気温上昇を 2℃未満におさえるシナリオ 

  21 世紀末までの気温上昇（工業化前基準）を 

  2℃未満に抑える政策を導入 

  21 世後半に CO2排出正味ゼロの見込み 

SSP2-4.5 

中道的な発展の下で気候政策を導入するシナリオ 

  2030 年までの各国の国別削減目標（NDC）を 

  集計した排出量上限にほぼ位置する 

SSP3-7.0 
地域対立的な発展の下で 

気候政策を導入しないシナリオ 

SSP5-8.5 
化石燃料依存型の発展の下で 

気候政策を導入しない最大排出シナリオ 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター  
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 ② 日本における影響 

ア 年平均値の推移 

国内においても世界と同様に年平均気温は変動を繰り返しながら上昇しており、長期的に

は 100 年あたり 1.28℃の割合で上昇しています。特に 1990 年代以降、高温となる年が頻

出しています。 

 

◆国内の年平均気温偏差の経年変化 

 

出典：気象庁 

 

  

● 各年の平均気温の基準値からの偏差 

偏差の 5 年移動平均値 

長期変化傾向 
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イ 地球温暖化＊の予測 

IPCC＊「第 5 次評価報告書・統合報告書」では、4 つのシナリオに基づき、日本の 21 世

紀末における気候変動＊について予測が示されています。 

日本においても、平均気温は全国的に上昇し、厳しい地球温暖化対策を実施した場合

（RCP＊2.6）で 0.5〜1.7℃、対策を実施せず温室効果ガス＊の排出が増加した場合

（RCP8.5）で 3.4〜5.4℃の上昇が見込まれています。また、低緯度地域より高緯度地域の

方が、気温上昇が大きくなると予測されています。 

 

◆代表的濃度経路シナリオの特徴 

シナリオ 
2100 年における温室効果ガス濃度 

（CO2 濃度に換算） 
濃度の推移 

RCP8.5 
追加の対策を実施せず温室効果ガスの排出が増加した場合 

約 1,370ppm を超える 
上昇が続く 

RCP6.0 
中間的な場合 

約 850ppm（2100 年以降安定化） 
安定化 

RCP4.5 
中間的な場合 

約 650ppm（2100 年以降安定化） 
安定化 

RCP2.6 
厳しい地球温暖化対策を実施した場合 

2100 年以前に約 490ppm でピーク、その後減少 
ピーク後減少 

出典：IPCC report communicator ガイドブック〜基礎知識編〜（平成 27（2015）年 3 月 11 日 確定版） 

 

 

◆日本における年平均気温の変化の分布 

出典：21 世紀末における日本の気候 
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 ③ 島本町における影響 

ア 年平均値の推移 

本町周辺に設置されている枚方地域観測所（アメダス）において、令和 3（2021）年の平

均気温は 16.8℃であり、昭和 56（1981）年からの 40 年間で 2.9℃の上昇が確認されてい

ます。 

 

◆本町における日平均気温の経年変化 

 

出典：過去の気象データ（気象庁） 
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イ 地球温暖化＊の予測 

本町の 21 世紀末における気候変動＊の状況は、21 世紀後半に CO2 排出正味ゼロ＊を達成

できる厳しい温暖化対策を実施した場合（SSP1-2.6）、猛暑日日数は 0〜28 日の増加、化石

燃料依存のまま気候政策を導入しない最大排出の場合（SSP5-8.5）、0〜48 日以上の増加と

予想されています。 

また、最大日降水量は、SSP1-2.6 の場合、80〜120 ㎜、SSP5-5.8 の場合、120〜160

㎜と予想されています。 

 

◆21世紀末における本町の気候変動＊予測 

 21 世紀後半に CO2排出 

正味ゼロの場合（SSP1-2.6） 

 気候政策を実施しない 

最大排出の場合（SSP5-8.5） 

 

 

 

 

 
 

 
 

猛暑日 

日数 

 

 
 

 

 
 

 

 

最大 

日降水量 

 

備考）データセット：NIES2020 データ、気候モデル：MIROC6、対象期間：2090 年（2080〜2100 年） 

出典：「気候変動適応情報プラットフォームポータルサイト」より加工して作成 
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 ２  地球温暖化＊対策の現状 

（1）国際的な動向 

 ① パリ協定＊による枠組み 

平成 27（2015）年にフランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国

会議＊（COP21）で、令和 2（2020）年以降の地球温暖化対策の新たな国際枠組となるパリ

協定が採択されました。 

この協定では、温室効果ガス＊排出削減のための取組みを強化することが必要とされていま

す。さらに、令和 3（2021）年 10 月〜11 月に開催された国連気候変動枠組条約第 26 回締

結国会合（COP26）では、合意文書で「産業革命前からの気温上昇を 1.5℃以内に抑える努

力を追求する」と明記され、今世紀半ばのカーボンニュートラル＊及びその経過点である令和

12（2030）年に向けて、野心的な気候変動＊対策を締約国に求めることが決定されました。 

世界全体の気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、世界全体で 2030 年までに 2010 年比で

45％削減が必要であり、この決定的な 10 年の行動の加速が必要であることが確認されまし

た。 

日本では、この排出削減目標を、「令和 12（2030）年度において、温室効果ガスを平成

25（2013）年度から 46％削減することを目指し、さらに 50％の高みに向け、挑戦を続け

ていく」こととしています。 

 

 ② 持続可能な開発目標＊（SDGs） 

平成 27（2015）年の国連サミットにおいて、「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」が採択されました。この 2030 アジェンダでは、令和 12（2030）年までに持続可能

で、よりよい世界を目指す国際目標「SDGs（エスディージーズ）」が掲げられています。 

SDGs は、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、17 の

目標と 169 のターゲットが掲げられています。 

SDGs の 17 のゴール（目標）は相互に強く関連しています。ストックホルム・レジリエン

ス・センターの J.ロックストローム博士によって考案されたウェディングケーキモデルで

は、SDGs のゴールは「環境（生物圏）」、「社会」、「経済」の３つの層で表されています。

「環境（生物圏）」に分類されるゴールが、他の目標の土台となっており、「環境（生物圏）」

の上に「社会」が、さらにその上に「経済」が位置しています。これは「経済」の発展は、

「社会」に、「社会」は「環境（生物圏）」に支えられて成り立っており、その中で、土台と

なっている「環境（生物圏）」は、すべてのゴールを包含している最も重要な階層として位置

づけられていることを表しています。１つのゴールだけの達成を目指すことは、他のゴール

の達成を妨げる可能性があり、統合的なアプローチを用いることで環境、社会、経済の課題

の同時解決を図る「マルチベネフィット＊」を目指すことが重要です。 

さらに、「誰一人取り残さない」という理念のもと、あらゆる主体が参加する「全員参加

型」のパートナーシップの促進が掲げられています。 
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◆SDGsのウェディングケーキモデル

 
出典：Stockholm Resilience Centre, Stockholm University に加筆 

 

◆SDGsの 17の目標 

 

目標 1 貧困 

あらゆる場所、あらゆる形の貧困を終わらせる。 
 

目標 10 不平等 

国内及び各国家間の不平等を是正する。 

 

目標２ 飢餓 

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を

実現し、持続可能な農業を促進する。 
 

目標 11 持続可能な都市 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な

都市及び人間居住を実現する。 

 

目標３ 保健 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確

保し、福祉を促進する。 
 

目標 12 持続可能な消費と生産 

持続可能な消費生産形態を確保する。 

 

目標４ 教育 

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確

保し、生涯学習の機会を促進する。 
 

目標 13 気候変動 

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を

講じる 

 

目標５ ジェンダー 

ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児

の能力強化を行う。 
 

目標 14 海洋資源 

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、

持続可能な形で利用する。 

 

目標６ 水・衛生 

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能

な管理を確保する。 
 

目標 15 陸上資源 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能

な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・

回復及び生物多様性の損失を阻止する。 

 

目標７ エネルギー 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な

近代的エネルギーへのアクセスを確保する。 
 

目標 16 平和 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ

ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにお

いて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。 

 

目標８ 経済成長と雇用 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全

かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(デ

ィーセント・ワーク)を促進する。 

 

目標 17 実施手段 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー

バル・パートナーシップを活性化する。 

 

目標９ ｲﾝﾌﾗ、産業化、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続

可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る。 
 

環境（生物圏） 

社会 

経済 

パートナーシップ 
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（2）国内の動向 

 ① 国 

ア 2050年カーボンニュートラル＊宣言 

令和 2（2020）年 10 月、国は「パリ協定＊」に定める目標等を踏まえ、「令和 32（2050） 

年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、 

脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。これを受け、「2050 年カーボンニュートラ

ル」を目指す「ゼロカーボンシティ＊」を表明する自治体が増加しています。 

 

◆カーボンニュートラルのイメージ図 

出典：脱炭素ポータルサイト（環境省） 

 

イ 地球温暖化対策の推進に関する法律 

「2050 年カーボンニュートラル宣言」を基本理念として位置付けた温対法＊の一部改正案が

令和 3（2021）年 3 月に閣議決定され、令和 4（2022）年 4 月に施行されました。また、令和

4（2022）年 2 月には「民間資金を呼び込む出資制度の創設、地方公共団体に対する財政上の

措置」を講ずる同法の一部改正案が閣議設定されています。 

令和 4（2022）年 4 月施行の改正温対法の主な内容は次頁のとおりです。 
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◆地球温暖化対策推進法＊の一部を改正する法律案の内容 1/2 

出典：【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案（令和 3（2021）年 3 月、環境省） 

 

 

 

 

 

 パリ協定＊・2050 年カーボンニュートラル＊宣言等を踏まえた基本理念の新設 

 地域の脱炭素化に貢献する事業を促進するための計画・認定制度の創設 

 脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進 
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◆地球温暖化対策推進法＊の一部を改正する法律案の内容 2/2 

出典：【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案（令和 4（2022）年 2 月、環境省）より一部抜粋 

 

 

ウ 地球温暖化対策計画＊ 

地球温暖化対策計画の概要を次頁に示します。令和 3（2021）年 10 月に閣議決定された

地球温暖化対策計画では、長期的には 2050 年までにカーボンニュートラル＊の実現、中期的

には令和 12（2030）年度に温室効果ガス＊を平成 25（2013）年度比 46％削減を目指し、

さらに 50％の高みに向け挑戦を続けていくことが示されています。 

 

 

 

  

参考：旧計画における目標水準 

中期目標 ：令和 12（2030）年度において平成 25（2013）年度比 

      26.0％減（平成 17（2005）年度比 25.4％減） 

長期的目標：令和 32（2050）年までに 80％の温室効果ガスの排出削減 
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◆地球温暖化対策計画＊の概要 

出典：地球温暖化対策計画 概要（環境省） 

 

 

エ 第 6次エネルギー基本計画 

令和 3（2021）年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画は、「2050 年カーボン

ニュートラル＊宣言」及び「2030 年度の新たな温室効果ガス＊削減目標」の実現に向けた道筋を

示したものであり、「2050 年カーボンニュートラル実現に向けた課題と対応」や「2050 年を見

据えた 2030 年に向けた政策対応」が掲げられています。その中で、様々な課題の克服を野心的

に想定した令和 12（2030）年度のエネルギー需給見通しとして、令和 12（2030）年度の電源

構成における再生可能エネルギー＊の比率を 36〜38％とし、現在取り組んでいる研究開発の成

果の活用・実装が進んだ場合には、38％以上の更なる高みを目指すとしています。 

 

オ 地域脱炭素ロードマップ 

令和 3（2021）年 6 月に策定された「地域脱炭素ロードマップ」では、国の「2050 年カー

ボンニュートラル宣言」や、「令和 12（2030）年度に温室効果ガスを平成 25（2013）年度か

ら 46％削減することを目指すこと、さらに 50％の高みに向け挑戦を続ける」との表明を踏ま

え、地域が主役となる地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の実現を目指

し、特に令和 12（2030）年までに集中して行う取組・施策を中心に、工程と具体策を示してい

ます。 

本ロードマップは、地域における脱炭素への取り組みが、意欲と実現可能性が高いところから

その他の地域に広がっていく「実行の脱炭素ドミノ＊」を起こすべく、2025 年までの今後 5 年

間を集中期間として施策を総動員するとしています。そして令和 12（2030）年以降も全国へと

地域脱炭素の取組を広げ、2050 年を待たずして多くの地域で脱炭素を達成し、地域課題を解決

した強靭で活力ある次の時代の地域社会への移行を目指すこととしています。 
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◆脱炭素ロードマップの概要 

 

出典：脱炭素地域づくり支援サイト（環境省） 

 

カ 気候変動適応計画＊ 

気候変動適応計画は、令和 3（2021）年 10 月に閣議決定された気候変動適応法＊第 8 条に基

づき、気候変動＊影響及び気候変動適応に関する情報の収集、整理、分析及び提供などの気候変

動影響の総合的な評価等を勘案して変更を行った計画であり、「気候変動影響による被害の防

止・軽減、更には、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強

靱化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築すること」を目標とし、7 つの基本戦略のもと

各分野の適応策＊が示されています。 

 

◆気候変動適応計画の概要 

出典：気候変動適応計画の概要（A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム） 
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 ② 大阪府 

ア 2030大阪府環境総合計画（計画期間：令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

令和 32（2050）年の目指すべき将来像と、それを見据えた令和 12（2030）年の実現す

べき姿を共有し、社会全体の雰囲気を醸成していくため、令和 3（2021）年 3 月に「2030

大阪府環境総合計画」が策定されました。令和 32（2050）年の目指すべき将来像を「大阪

から世界へ、現在から未来へ府民がつくる暮らしやすい持続可能な社会」としています。令

和 12（2030）年の実現すべき姿を 5 つの分野（「脱炭素・省エネルギー」、「資源循環」、「全

てのいのちの共生」、「健康で安心な暮らし」、「魅力と活力ある快適な地域づくり」）に整理

し、取組を推進することとしています。施策の基本的な方向性の中では「環境・社会・経済

の統合的向上」が掲げられ、SDGs＊の考え方も踏まえて、環境施策を通じて環境保全の効果

を最大限発揮する取組とあわせて、社会の公正性・包摂性・強靭性の向上、持続的な経済成

長の確保を目指し、４つの観点（「外部性の内部化（負担も評価も公正に）」、「環境効率性の

向上（より環境を効率よく）」、「環境リスク・移行リスクへの対応（リスクをチャンスに捉え

た行動を）」、「自然資本の強化（自然をめぐみ豊かに）」）を踏まえて、環境施策を展開するこ

ととしています。 

 

◆2030大阪府環境総合計画 将来構想図 

出典：2030 大阪府環境総合計画（大阪府） 

  



22 

イ おおさかスマートエネルギープラン 

（計画期間：令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

大阪府・大阪市が共同でエネルギー政策を推進していくために令和 3（2021）年 3 月に策

定しました。本プランは、大阪の成長や府民の安全・安心な暮らしを実現する脱炭素化時代

の「新たなエネルギー社会」の構築を先導していくため、令和 12（2030）年度までに府市

が一体となって実施するエネルギー関連の取組みの方向性を提示しています。 

「再生可能エネルギー＊の普及拡大」、「エネルギー効率の向上」、「レジリエンス＊と電力需

要調整力の強化」、「エネルギー関連産業の振興とあらゆる分野の企業の持続的成長」の 4 つ

の対策の柱ごとに取組方針を示し、様々な施策・事業を推進していくこととしています。 

令和 12（2030）年度の目標値として、「自立・分散型エネルギー導入量」250 万 kW 以上

（令和 2（2020）年度夏季・冬季のピーク時電力需要の約 21〜23%に相当）、再エネ利用率

35%以上、エネルギー利用効率を 40%以上改善することを掲げています。 

 

◆おおさかスマートエネルギープラン令和 12（2030）年度目標値 

出典：おおさかスマートエネルギープラン（大阪府） 

 

ウ ふちょう温室効果ガス削減アクションプラン（大阪府地球温暖化対策実行計画（事務事業編）） 

（計画期間：令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

府庁の事務事業に伴い発生する温室効果ガス＊の削減に向けた取組方針を「ふちょう温室

効果ガス削減アクションプラン（大阪府地球温暖化対策実行計画（事務事業編））」として、

令和 3（2021）年 3 月に策定しました。 

「令和 32（2050）年より前に二酸化炭素排出量実質ゼロ＊達成をめざして府庁自らが率

先して取り組む」ことを基本方針とし、令和 12（2030）年度に温室効果ガスを基準年度

（平成 25（2013）年度）比で 45％削減を目標としています。 

 

エ 大阪府地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

（計画：期間令和 3（2021）年度～令和 12（2030）年度） 

地球温暖化＊対策を総合的かつ計画的に推進するため、「温対法＊」第 21 条に基づく「大阪

府地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を令和 3（2021）年３月に策定しました。な
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お、本計画は気候変動適応法＊第 12 条の規定に基づく「大阪府気候変動適応計画」としても

位置付けられています。 

令和 12（2030）年に向けて取り組む項目として、以下の 7 項目を掲げ、目標達成に向け

た取組を進めています。 

取組項目 1 あらゆる主体の意識改革・行動喚起 

取組項目 2 事業者における脱炭素化に向けた取組促進 

取組項目 3 CO2 排出の少ないエネルギー（再生可能エネルギー＊を含む）の利用促進 

取組項目 4 輸送・移動における脱炭素化に向けた取組促進 

取組項目 5 資源循環の促進 

取組項目 6 森林吸収・緑化等の推進 

取組項目 7 気候変動適応の推進等 

令和 12（2030）年の府域の温室効果ガス＊排出量を平成 25（2013）年度比で 40％削減

を目標としています。 

 

 

 ③ 島本町 

ア 第五次島本町総合計画 （計画期間：令和 2（2020）年度～令和 11（2029）年度）） 

町の人口減少・少子高齢化の進行、自然災害への不安の高まりなどの社会経済情勢の変化

や様々な課題に対応し、住民サービスの維持・充実とさらなるまちの発展を図っていくた

め、令和 2（2020）年 4 月に策定しました。7 つの基本目標を掲げ、将来像「自然と調和し

た個性と活力のある人間尊重のまち 〜いきいき・ふれあい・やさしい島本〜」の実現に向

けた施策を示しています。「基本目標 2 自然と調和した快適なまちづくり」においては、

「環境負荷の軽減」、「環境学習・啓発の推進」などを施策の方向性として示し、再生可能エ

ネルギーの利用促進や 4R＊（発生回避、発生抑制、再利用、再資源化）の推進を目指してい

ます。 

 

イ 島本町環境基本計画（中間見直し版） 

（計画期間：平成 27（2015）年度～令和 6（2024）年度、 中間見直し：令和元（2019）年度 ） 

島本町の豊かな自然や生活環境を次世代に引き継いでいくため、住民・事業者・町という

各主体の具体的な行動を促す計画として平成 26（2014）年に策定し、令和元（2019）年度

に中間見直しを行いました。SDGs＊の考えも取り入れており、5 つの基本方針に対して、

SDGs の 17 のゴールのうち 10 を目指すゴールとしています。 

 

ウ 第五期島本町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

（第五期計画期間：令和 4（2022）年度～令和 8（2026）年度、 基準年度：平成 25（2013）年） 

町の事務・事業から排出される温室効果ガス量を把握し、削減することを目的として策定

しました。国の地球温暖化対策計画＊の目標に基づき令和 12（2030）年時点で町の事業活動
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から排出される温室効果ガス＊を平成 25（2013）年度度比 51 パーセント削減することを長

期目標としています。第五期に当たる本計画では目標年度である令和 8（2026）年度に、基

準年度比で 39 パーセント削減することを目標と掲げています。 

 

エ 北摂地域におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定 

本町を含む北摂 7 市 3 町と事業者 9 社では、日常の生活や事業活動における環境負荷の軽

減に向け、ごみの発生抑制及び温室効果ガスの排出削減を図る契機とするため、レジ袋の無

料配布中止などを趣旨として、「北摂地域におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に

関する協定」を平成 30（2018）年 2 月に締結しました。 

協定に基づき活動を広げる取組を進め、平成 31（2019）年 4 月からは、新たに事業者 3

社が協定に加わり、マイバッグの持参促進及びレジ袋削減に一定の成果をあげています。現

在、食品ロス＊削減やプラスチック資源の循環に向けた新たな枠組みが検討されています。 

 

オ しまもとプラスチックスマート宣言 

令和元（2019）年 5 月、町は適正に処理されないプラスチックごみがゼロとなるよう「し

まもとプラスチックスマート宣言」を行いました。ポイ捨てにより適正に処理されなかった

プラスチックが河川などを通じて海へ流れ込み、海洋環境や生物に深刻なダメージを与えて

おり、海に生きる魚介類を食べる私たちの生活にも甚大な被害を及ぼすことになります。さ

らに近年はマイクロプラスチック＊による海洋生態系への影響も懸念されています。マイクロ

プラスチックに有害物質が含まれていることもあり、具体的な影響は必ずしも明らかにされ

ていませんが、含有・吸着する化学物質が食物連鎖に取り込まれることによる生態系に及ぼ

す影響が懸念されています。水無瀬川や淀川などの河川がある島本町においても身近な問題

ととらえ、住民・事業者などと連携し、海洋プラスチック汚染＊の実態の正しい理解を深める

とともに、4R＊（リデュース、リユース＊、リサイクル、リフューズ）のさらなる推進、ポイ

捨ての未然防止やマイバッグ持参によるレジ袋の削減などの取組を行うこととしています。 

更に、令和 3（2021）年 9 月、水道直結ウォーターサーバーのレンタル事業を行うウォー

タースタンド株式会社との間で「使い捨てプラスチックの使用削減の推進に関する連携協

定」を締結しました。本協定により同社からマイボトルに給水可能な給水器の提供を受け、

公共施設に順次設置することでマイボトル持参を普及させ、ペットボトルなどの使い捨てプ

ラスチック使用削減を進めています。 

 

カ しまもと環境・未来ネット 

島本町環境基本計画において策定した重点プロジェクトを住民側から推進するために組織

されました。島本の町の豊かな自然環境とにぎわいのある活動を未来につなげるための組織

として活動しています。 

 



25 

第３章 島本町の現状 

 １  島本町の地域特性 

（1）自然的特性 

 ① 位置 

本町は、大阪府の北東部にあり、桂川・宇

治川・木津川が合流する淀川右岸に位置し、

全体の 7 割を山岳丘陵地が占め、丹波山地

先端の天王山南側の平坦地に市街地を構成

しています。 

東は淀川を隔て、枚方市、京都府八幡市と

相対し、南および西は高槻市、北は京都府京

都市および長岡京市、大山崎町に隣接してい

ます。狭い平坦地には、国道 171 号、東海

道新幹線、阪急京都線、JR 東海道本線、名

神高速道路の主要幹線が通っています。 

風光明媚で豊かな自然を残しながらも、大

阪市と京都市のほぼ中間に位置して交通の

利便性が高く、良好な居住環境を持つ住宅都

市として発展しています。 

 

 ② 地勢 

本町の総面積は 16.81 ㎢です。町域の

約 7 割が北西部に広がる西山山塊の山

岳・丘陵地です。そこには、大阪府の天然

記念物に指定されている「大沢のすぎ」、

「尺代のやまもも」、「若山神社のツブラジ

イ林」があり、豊かな自然が保たれていま

す。本町の南東は、京都盆地から流れ込む

主要三大河川の桂川、宇治川、木津川が合

流し、淀川となって大阪平野に注いでいま

す。平野部は、山岳・丘陵地と淀川に挟ま

れた狭い範囲であるが、この狭小な平野部

には、山陽道（西国街道）が通過し、大阪

と京都を結ぶ交通の要衝として栄えてきま

した。この平野部の北半部には、山地から

流れ出る水無瀬川が所在し、平野部を潤し

て桂川に流れ込んでいます。  

 出典：島本町の位置図（島本町） 

◆島本町の位置 

 出典：デジタル標高地形図（国土地理院） 

◆地形イメージ 

島本 町
しまもとちょう
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 ③ 気象 

ア 気温・降水量 

本町周辺の観測地点（枚方地域観測所）の平成 25（2013）年～令和 3（2021）年の気候の

推移を以下に示しました。気温は、年平均で 16.5℃、最高気温の月平均は 33.8℃（8 月）、最

低気温の月平均は 1.0℃（1 月）となっています。 

本町の気象条件は、瀬戸内海気候の東端にあたるため温暖な気候帯にあたり、6 月の梅雨期

から 9 月の台風期にかけて降水量が多く、冬期には降水量は少なくなります。 

 

◆島本町周辺の気候（平成 25（2013）～令和 3（2021）年の平均値） 

 

出典：気象庁（枚方地域観測所） 

 

イ 日照時間と日射量 

日照時間と年間最適傾斜角＊における日射量の推移を以下の図に示しました。日照時間

（平年値：統計期間 1991～2020 年）は平均 159.4 時間/月で、3、4、5、7、8、9、10

月は 150 時間/月を超え 8 月は 200 時間/月を超えます。最も少ないのは 2 月で 128.7 時

間/月です。 

◆月別日照時間と年間最適傾斜角における日射量の推移 

  

出典：気象庁 

   NEDO 年間日射量データベース

（地点メッシュ 52352562） 
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 ④ 自然環境 

本町は、大阪市と京都市という二つの政令指定都市の間にあり、利便性の高い都市圏に位置

しながら、町域には樹林地や農地、草地、水辺といった多様な自然環境が存在し、豊かな生物

多様性＊を維持しています。 

町域は、淀川水系の一級河川である水無瀬川の流域から成り立っており、水無瀬川は町域北

部の釈迦岳付近に源流を発し、山間部を経て市街地を流れ、淀川に注いでいます。また、水無

瀬川周辺は、住民のやすらぎと憩いの場として親しまれており、ふるさとのシンボルとしての

ホタルなどの動植物や水生生物も見られます。 

また、本町には大阪府内で唯一、環境庁（現環境省）認定の「名水百選」に選ばれた「離宮

の水」があります。この地下水は水無瀬川の伏流水で、水道水源や工業用水として広く利用さ

れています。 

水無瀬川、淀川などの水辺環境を保全するとともに、本町の誇るべき財産である地下水の水

質や水量を維持し、将来にわたり安定して利用し続けるための取組を推進する必要があります。 

植生についてみると、本町は温暖で雨量の多い照葉樹林帯に属し、潜在植生（自然植生）と

して本来多様な植物相を持っていますが、数千年に及ぶ農耕、山林業等、人の手によって現在

の植生になりました。山地一帯にはコナラなどの雑木林が広く分布しており、人工林では山麓

から山腹にかけて竹林が多くみられるほか、大沢・尺代周辺にはスギ・ヒノキが広く分布して

います。照葉樹林の代表的な自然植生であるシイ・カシで代表される常緑広葉樹林は減少の一

途をたどり、現在では水無瀬渓谷の尺代付近、若山神社付近、高槻市との境界付近にわずかに

残っているだけとなりました。山間部の樹木では、大阪府指定天然記念物となっている「大沢

のすぎ」、「尺代のやまもも」、「若山神社のツブラジイ林」があり、若山神社の周辺は大阪府自

然環境保全地域に指定されています。 

なお、竹林については、竹材利用の減少、竹林所有者の高齢化や担い手不足といった要因に

より、放置竹林が増え、周辺の広葉樹林や人工林に広がりつつあります。また、スギ・ヒノキ

の高齢針葉樹林については、平成 30（2018）年 9 月の台風第 21 号の影響により風倒害を受

け、甚大な被害が発生したことから、森林・竹林整備のあり方が課題となっており、所有者、

企業、ボランティア、町の協働により、継続的に整備を進めていく必要があります。 
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◆植生図（平成 24（2012）年） 

 
  

b 
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（2）社会的特性 

 ① 歴史・沿革 

本町は、古くから水路（淀川水系の水無瀬川）、陸路（西国街道）交通の要衝として栄えて

きました。そのため、国史跡桜井駅跡や重要文化財水無瀬神宮客殿、茶室をはじめとして、多

くの文化財が存在し、往事を感じることができます。 

明治 22（1889）年の市制町村制の施行に伴い、大沢・尺代・山崎・東大寺・広瀬・桜井・

高浜の 7 つの村の合併により島本村が誕生しました。大正末期には大阪近郊の工業地として

発展し、昭和 15（1940）年に町制を施行し現在に至ります。 

 

 ② 人口・世帯 

ア 人口・世帯数 

本町の 1 月 1 日時点の人口と世帯数の推移を以下に示しました。令和 4（2022）年 1 月 1

日時点の人口は 31,899 人となっています。世帯数は、令和 4（2022）年は平成 25（2013）

年比で 9.9%増となりましたが、1 世帯当たりの人口はほぼ横ばいで推移しています。 

本町の将来人口の推移を以下に示しました。将来人口は、減少傾向にあると予測されていま

す。 

◆人口・世帯数の推移 

 
注）各年 1 月 1 日現在 

出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省） 
 

◆将来人口の推移 

 
注）平成 27（2015）年の国勢調査を基に、平成 27（2015）年 10 月 1 日から令和 27（2045）年

10 月 1 日までの 30 年間（5 年ごと）について推計したものである。 

出典：「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）  
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イ 人口構成 

本町の平成 12（2000）年から令和 2（2020）年の年齢構成の推移を以下に示しました。

本町では人口は増加傾向にありますが、65 歳以上の高齢者人口の増加と 15 歳未満の年少人

口、15～64 歳の生産年齢人口の減少が進んでいます。平成 12（2000）年と令和 2（2020）

年の年齢階層別人口を比較すると、65 歳未満の年齢階層で減少し、65 歳以上の年齢階層が

増加しています。 

◆年齢別人口比 

 

注）各年 1 月 1 日現在 

出典：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査（総務省） 

 

 ③ 土地利用 

本町の土地利用の状況を以下に示しました。土地利用は、宅地が 42％、山林が 29％、田が

7％、畑が 5％となっています。なお、山林面積は、森林面積のうち固定資産税の対象面積で

あるため、実際の森林面積より小さくなっています。 

 

◆土地利用状況（令和 2（2020）年度） 

 

注）令和 2（2020）年 1 月 1 日現在 

出典：大阪府統計年鑑令和 3 年度版（大阪府）  



31 

 ④ 産業 

ア 産業構造 

本町における産業大分類別就業者比率を以下に示しました。本町では第 3 次産業の就業者

が最も多く、令和 2（2020）年には全体の約 8 割を占めています。 

第 1 次産業の就業者は平成 17（2005）年の 0.8％から令和 2（2020）年の 0.5％へと、平

成 17（2005）年から 0.3 ポイント減少しています。第 2 次産業は平成 17（2005）年の 24.3％

から令和 2（2020）年の 21.5％へ、平成 17（2005）年から 2.8 ポイント減少しています。

第 3 次産業は平成 17（2005）年の 74.9％から令和 2（2020）年の 78.0％へ、平成 17（2005）

年から 3.1 ポイント増加しています。 

全産業における就業者数は、平成 17（2005）年の 13,383 人から令和 2（2020）年の 15,063

人へ、平成 17（2005）年比で 12.6%増加しています。 

 

◆産業大分類別就業者比率の推移 

 
注）各年 1 月 1 日現在 

出典：国勢調査（総務省） 
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イ 第 1次産業 

本町の産業分類別生産額の推移を以下に示しました。 

本町の農業の生産額は平成 25（2013）年度から平成 30（2018）年度まで 80 百万～90 百

万円と、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

◆産業分類別の生産額 

区分 

平成 25 

(2013) 

年度 

平成 26 

(2014) 

年度 

平成 27 

(2015) 

年度 

平成 28 

(2016) 

年度 

平成 29 

(2017) 

年度 

平成 30 

(2018) 

年度 

島本町 農業(百万円) 80  80  80  90  80  80  

大阪府 

農業(百万円) 16,419 15,156 16,911 18,574 18,920 17,616 

林業(百万円) 306 279 292 304 320 380 

水産業(百万円) 1,430 1,884 2,465 2,177 2,312 2,334 

農林水産業計(百万円) 18,155  17,319  19,668  21,055  21,552  20,330  

出典：令和元年度 大阪府民経済計算（令和 4（2022）年 5 月、大阪府総務部統計課） 

   令和 2 年市町村別農業産出額（推計）（令和 4（2022）年 3 月、農林水産省） 

 

本町の稲作について、水稲作付面積と収穫量の推移を以下に示しました。水稲作付面積は、

令和 3（2021）年は 14ha となっており、変動はあるものの、平成 25（2013）年比で 39%

減少しています。収穫量は、令和 3（2021）年は 69ｔであり、変動はあるものの平成 25（2013）

年比で 40%減少しています。 

 

◆水稲作付面積と収穫量の推移 

 

出典：作物統計調査（農林水産省） 
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ウ 第 2次産業 

本町の製造業について、従業者数、製造品出荷額等の推移を以下に示しました。 

従業者数は、平成 25（2013）年度の 1,420 人から 2019 年度の 1,494 人へと、変動はあ

るものの横ばいに推移しています。 

製造品出荷額等は平成25（2013）年度の4,952,612万円から増減を繰り返し、令和元（2019）

年度には 5,629,803 万円と、平成 25（2013）年度比で 13.7%増加しています。 

 

◆従業者数、製造品出荷額等の推移（従業者 4人以上の事業所） 

 
注）従業者数は翌年の 6 月 1 日現在の数値、製造品出荷額等は各年次の 1～12 月の 1 年間の数値 

出典：工業統計調査（経済産業省）  

◆◆◆食料自給率◆◆◆ 

我が国の令和 3（2021）年度の食料自給率は、カロリーベースで 38％、生産額ベースで

63％となっています。コメの消費が減少する一方で、畜産物や油脂類の消費が増大する等の

食生活の変化により、長期的には低下傾向が続いてきましたが、2000 年代に入ってからは概

ね横ばい傾向で推移しています。 

なお、都道府県別にみると、大阪府ではカロリーベース自給率は 1％、生産額ベース自給率

も 6％にとどまっています。 

◆昭和 40（1965）年度以降の食料自給率の推移 

出典：農林水産省ホームページ 
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エ 第 3次産業 

本町の卸・小売業における事業所、従業者数、年間商品販売額等の推移を次ページ以降に示

しました。 

事業所数は平成 16（2004）年度の 178 事業所から平成 28（2016）年度には 123 事業所

へと、平成 16（2004）年度比で 30.9%減少しており、小売業の落ち込みが激しくなってい

ます。従業者数は、平成 16（2004）年度の 1,043 人から平成 28（2016）年度の 876 人へ

と、平成 16（2004）年度比で 16.0%減少しています。年間商品販売額は、平成 16（2004）

年度の 17,799 百万円から増減を繰り返し、平成 28（2016）年度は 31,487 百万円と、平成

16（2004）年度比で 76.9%増加しています。 

 

◆卸・小売業における事業所数、従業者数、年間商品販売額の推移 

調査年 業種 
事業所数 

（事業所） 

従業者数 

（人） 

年間商品販売額 

（百万円） 

2004 年 

卸売業 15  55 4,075 

小売業 163  988 13,724 

計 178 1,043 17,799 

2007 年 

卸売業 16  67 2,939 

小売業 148  986 12,731 

計 164  1,053 15,670 

2012 年 

卸売業 19  46 4,479 

小売業 103  723 13,765 

計 122  769 18,244 

2014 年 

卸売業 16  56 9,193 

小売業 95  758 41,412 

計 111  814 50,605 

2016 年 

卸売業 14  77 15,876 

小売業 109  799 15,611 

計 123  876 31,487 

注）2004 年、2007 年、2016 年は 6 月 1 日現在、2012 年は 2 月 1 日現

在、2014 年は 7 月 1 日現在の数値である。 

出典：商業統計調査（2004、2007、2014 年）（経済産業省） 

   経済センサス-活動調査（2012 年、2016 年）（総務省） 
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本町の業務部門（事務所、店舗、病院等）における施設延床面積（非課税を除く）の推移を

以下に示しました。令和 3（2021）年の本町の延床面積は 1,556,037 ㎡であり、2013 年度

比で 9.1%増加しています。 

 

◆島本町の延床面積の推移 

 
注）各年 1 月 1 日現在 

出典：固定資産の価格等の概要調書（総務省） 

 

 

【参考】地域経済循環分析（環境省ツール） 

「地域経済循環分析」（環境省ツール、平成 30（2018）年版）を用いて島本町について分

析した結果、本町ではエネルギー代金が 47 億円域外に流出していると分析されました。エネ

ルギー代金の流出は、電気の流出額が最も多くなっています。この域外に流出しているエネル

ギー代金について、町内で循環するようにしていくことが課題となっています。  



36 

 ⑤ 公共交通、道路網 

本町の道路と公共交通の様子を以下の図に示しました。 

鉄道は、阪急京都線、JR 東海道本線が走っており 2 駅（阪急：1 駅、JR 西日本：1 駅）が

町内に存在しています。また、周辺市町村にある近接する 3 駅も利用可能で、通勤・通学など

の交通利便性に恵まれた環境になっています。 

バスは、阪急バスが阪急水無瀬駅・JR 島本駅から若山台を結ぶ路線と、国道 171 号を走る

路線を運航しています。他にも高齢者や障害者などを対象に、町内を巡回する福祉ふれあいバ

スを運行しています。 

道路は、国道 171 号が淀川に面した平坦地を通り、丘陵部には名神高速道路が通っていま

す。近隣には名神・新名神高速道路と接続する高槻ジャンクション・インターチェンジと名神

高速道路・京滋バイパス・京都縦貫自動車道と接続する大山崎ジャンクション・インターチェ

ンジがあります。 

 

◆島本町周辺の交通網 

出典：第五次島本町総合計画（島本町） 
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 ⑥ 自動車保有台数 

本町の自動車保有台数の推移を以下に示しました。自動車保有台数は、令和 3（2021）年度

には全体で 10,624 台となっており、平成 25（2013）年度比で 4.8%増加しています。保有

状況は、乗用車が全体の 64.4%を占めており、次いで、軽自動車が 28.4％を占めています。 

 

◆自動車保有台数の推移 

 
注）数値は各年度末現在。ただし、軽自動車については翌年度 4 月 1 日現在。 

出典：大阪府統計年鑑（大阪府） 
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 ⑦ エネルギー消費量 

本町における最終エルギー消費量＊（推計値）の推移を以下に示します。平成 30（2018）

年度の最終エネルギー消費量は 1,781.6TJ であり、平成 25（2013）年度比で 1.9％（33.4TJ）

増加しています。 

また、平成 30（2018）年度における部門別最終エネルギー消費の内訳を以下に示します。 

最終エネルギー消費量は「産業部門」が最も多く、43.1％を占めています。次いで「運輸部

門」が 21.7％、「家庭部門」が 21.6％、「業務その他部門＊」が 13.6％の順となっています。 

なお、推計は後述する「3 島本町における温室効果ガス排出量の現状」と同様の方法によ

り実施しました。 

 

◆最終エネルギー消費量の推移 

 

 

◆部門別の最終エネルギー消費量の内訳（平成 30（2018）年度） 
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 ⑧ 再生可能エネルギー＊の導入状況 

本町の再生可能エネルギー導入状況の推移を以下に示します。 

「自治体排出カルテ」（環境省）によると、本町では、主に太陽光発電＊の導入が進んでおり、

令和 3（2021）年度の再生可能エネルギーによる発電電力量は 2,997MWh で、区域の電気使

用量（平成 30（2018）年度推計値）177,116MWh と照らし合わせると、導入比は 1.7％に

相当します。 

 

◆再生可能エネルギーの導入状況 

再生可能エネルギー種別 

区域の再生可能エネルギーの設備容量の導入状況(kW) 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

太陽光発電 

（10kW 未満） 
1,158 1,382 1,555 1,633 1,796 1,969 2,108 

太陽光発電 

（10kW 以上） 
93 137 287 317 340 340 354 

風力発電 0 0 0 0 0 0 0 

水力発電 0 0 0 0 0 0 0 

地熱発電 0 0 0 0 0 0 0 

バイオマス＊発電※１ 0 0 0 0 0 0 0 

再生可能エネルギー合計 1,251 1,519 1,842 1,949 2,136 2,309 2,461 

区域の電気使用量              

対消費電力 FIT 導入比※２              

 

再生可能エネルギー種別 

区域の再生可能エネルギーによる発電電力量（MWh）※４ 

2015 

年度 

2016 

年度 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

太陽光発電 

（10kW 未満） 
1,389 1,658 1,866 1,959 2,156 2,363 2,529 

太陽光発電 

（10kW 以上） 
124 181 380 419 450 450 468 

風力発電 0 0 0 0 0 0 0 

水力発電 0 0 0 0 0 0 0 

地熱発電 0 0 0 0 0 0 0 

バイオマス発電※１ 0 0 0 0 0 0 0 

再生可能エネルギー合計 1,513 1,839 2,246 2,378 2,606 2,813 2,997 

区域の電気使用量※２ 182,713 174,239 185,544 177,116 177,116 177,116 177,116 

対消費電力 FIT 導入比※３ 0.8% 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 1.7% 
※1 バイオマス発電の導入容量は、FIT 制度*公表情報のバイオマス発電設備（バイオマス比率考慮あり）の値を用いている。 

※2 区域の電気使用量（推計値）については、統計資料の公表年度の違いから、平成 30（2018）年度以降の電気使用量
は、平成 30（2018）年度の値を用いている。 

※3 区域の消費電力量に対する FIT の導入比率（≒地域の再生可能エネルギー自給率） 

※4 太陽光発電の設備利用率として、一般社団法人 太陽光発電協会「公共・産業用太陽光発電システム手引書」の 4.参考資
料に掲載されている都道府県別の 1kW 当たり年間予想発電電力量を参考に推計することも可能である。1kW 当たりの
年間予想発電量÷（365（日）×24（時間））＝設備稼働率となる。 

一般社団法人 太陽光発電協会「公共・産業用太陽光発電システム手引書」 

出典：島本町自治体排出カルテ（環境省） 
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 ⑨ 廃棄物 

本町では、家庭から発生するごみを大きく可燃ごみ、空き缶類、新聞類、空きビン類、不燃

等ごみ、大型ごみ・引越しごみに区分して収集しています。収集ごみ以外に一般の持ち込みご

み、事業系持ち込みごみがあります。本町におけるごみの発生量は平成 26（2014）年度から

平成 30（2018）年度にかけて概ね減少の傾向が見られます。また、1 人 1 日当たりの排出量

（排出量原単位）も概ね減少の傾向が見られます。 

なお、令和元（2019）年 8 月に IPCC＊（気候変動に関する政府間パネル）が公表した「土

地関係特別報告書」には、食品ロス＊及び廃棄物の削減等を含む食料システム政策が温室効果

ガス＊の低排出シナリオ等を可能とする（確信度が高い）ことが示されました。 

本町では、各家庭におけるごみの排出抑制に対する広報活動として、令和元（2019）年 10

月 1 日に施行された食品ロスの削減に関する法律に基づき、食品ロスの削減に向け、町のホー

ムページで啓発情報を提供しています。 

 

◆ごみ排出量の推移 

 
出典：島本町一般廃棄物処理基本計画（令和 2（2020）年 3 月、島本町） 

 

 ⑩ 環境学習 

本町では、子ども達にしまもとの自然や環境をワクワクと楽しみながら学び、考えるきっか

けにしてもらうことを目的に「ワクワク！しまもと環境学校」を開催し、町・住民団体・事業

者が集まり、平成 27（2015）年度から様々な環境に関するブースを出展しています。 

また、島本町環境基本計画において、環境教育に関する施策「かしこくなろう！全員参加の

まちづくり（環境学習）」を設け、世代を問わず住民・事業者・町が連携し取組を進めていま

す。 
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◆◆◆食品ロス＊とは◆◆◆ 

本来食べられるのに捨てられる食品「食品ロス」の量は年間 522 万 t（2020（令和 2）年

度推計値）となっています。日本人 1 人当たりの食品ロス量は年間で 41 ㎏です。 

食品ロスは大きく、事業活動を伴って発生する「事業系食品ロス」と各家庭から発生する

「家庭系食品ロス」に分けることができ、事業系食品ロスは 275 万 t、家庭系食品ロスは 247

万 t となっています。 

事業系食品ロスはさらに、食品製造業（121 万 t）、食品卸売業（13 万 t）、食品小売業（60

万 t）、外食産業（81 万 t）の 4 業種に分類されます。食品ロスを減らすためには、家庭で食

品ロスが出ないようにするだけでなく、食べ物を買うお店、食べるお店でも食品ロスを減ら

すことを意識することが大切です。 

 

◆食品ロスの内訳（2020（令和 2）年度推計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      出典：「食品ロスとは」（農林水産省ホームページ） 
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 ２  アンケート結果にみる島本町の課題 

 ① 住民アンケート 

地球温暖化＊に対する行動実態や意識等を把握するため、住民を対象にアンケートを実施し

ました。アンケートでは、省エネルギー行動の取組状況や再生可能エネルギー＊・省エネルギ

ー機器の導入状況について調査しました。住民アンケートの概要は、以下に示すとおりです。 

 

◆アンケートの概要（住民） 

項 目 アンケート内容 

調査地域 島本町全域 

調査対象者 島本町住民 

標本数 3,000 人 

抽出法 16 歳以上の住民から 3,000 人を無作為に抽出 

調査期間 
2022 年 9 月 7 日（水）～2022 年 9 月 27 日（火） 

※調査期間終了後も、一定期間回答を受け付けた。 

回収数 1,710 人（57.0％） 

 

ア 地球温暖化に対する関心・取組について 

地球温暖化対策の町の取組（施策）についての重要度は比較的高い一方で、満足度は低くな

っており、省エネや再生可能エネルギー導入に向けての情報提供や支援制度の充実を図る必要

があります。 

環境保全活動については、「環境に関する講座・観察会」や「団体などへの支援」の満足度

が低くなっており、重要度も低いことから関心自体が低いことも考えられ、今後、積極的な普

及・啓発とともに環境学習や講座・観察会などの内容の充実を図る必要があります。 

 

イ 家庭での地球温暖化対策の取組について 

家庭での地球温暖化対策の取組として、全体的に省エネ対策を行っており、特にエコバック

を「いつも使用している」割合は非常に高くなっています。その他の取組についても、ほとん

どの取組で「いつもしている」「ときどきしている」と回答した割合が 70％を超えており、地

球温暖化の取組が家庭に浸透してきていることがうかがえます。今後も継続した取組を進める

一方で、取組率の低い取組について、更に普及・啓発を行うことが必要です。 

フードマイレージ＊（食糧輸送距離）削減に繋がる地元で作られた食材を「いつも購入して

いる」割合は 12%と少ない状況であるため、島本町産農林産物の情報発信、各種イベントの

開催等により地産地消＊の推進を図る必要があります。 
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◆家庭での地球温暖化対策の取組について 

 

 

  

買い物に行くときは、マイバッグを使用してい
る

不要な照明は消灯している

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置してい
る

テレビを見ていない時は消している

シャワーを流しっぱなしにせず、使用時間を短
くしている

近距離の移動はなるべく徒歩や自転車を使って
いる

エアコンの温度調節をこまめにしている

ガスコンロの火は、なべ底からはみ出さないよ
う調節している

温水洗浄便座の温度設定を低めにしている

炊飯器や電気ポットの保温時間はなるべく短く
している

風呂は、間隔をあけずに入るようにしている
（追い炊きをしないようにしている）

冷蔵庫の扉の開閉回数・開閉時間を短くしてい
る

運転する時は、エコドライブ＊を心がけている
（急発進、急加速をしないようにしている）

駐停車をするときは、エンジンを切っている

冷蔵庫内に物を詰め込みすぎないようにしてい
る

エアコンのフィルター掃除をしている

IHクッキングヒーターはなべ部底の水滴をよく
ふき取ってから使用している

電気製品を使わないときは、コンセントからプ
ラグを抜いている

季節に合わせて冷蔵庫内の温度を調節している

地元で作られた食材を購入している

84 

74 

70 

69 

63 

61 

60 

60 

55 

54 

47 

43 

43 

40 

37 

32 

28 

21 

17 

12 

10 

21 

12 

24 

25 

21 

30 

17 

17 

19 

28 

35 

17 

18 

37 

50 

7 

34 

25 

43 

2 

3 

11 

4 

7 

7 

4 

5 

8 

12 

14 

16 

4 

5 

19 

13 

6 

24 

38 

33 

2 
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5 

1 

3 

5 

3 

2 

3 

5 

7 

4 

1 

3 

5 

1 

1 

19 

16 

7 

1 

0 

1 

1 

4 

1 

12 

15 
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3 

28 

28 

1 

1 

50 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 
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2 

2 

2 

2 

6 

7 

1 

2 

8 

1 

2 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

いつもしている ときどきしている

現在はしていないが今後はしたい 現在はしていないし今後もしたくない

機器を持っていない・使用していない 無回答 （回答者数：1710人)
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ウ 地球温暖化対策への取組を実施するために支障があると感じること 

地球温暖化＊対策の取組を実施するために、「環境にやさしい商品、製品の購入費用が高い」

が一番の支障であるという結果でした。また、「取り組んだ成果が実感できない」のように、

成果を実感できることを求める意見も多く見られました。「環境の状況や施策に関する町から

の情報提供」の満足度も低いことから、地球温暖化対策の取組内容や成果などの情報発信が必

要です。 

 

エ 家庭でのエネルギー使用量について 

エネルギー使用量については、減らした      ◆家庭でのエネルギー使用量について 

い（「使用量が多いと思うので、何とか減

らしたい」、「使用量は普通だと思うが、何

とかして減らしたい」、「使用量は少ない

と思うが、さらに減らしたい」）と考えて

いる方が 67％で多いことがわかりまし

た。エネルギー使用量削減について前向

きな意見が多いことから、今後、住民と町

がエネルギー使用量削減に向けて、協力

して進めていく必要があります。                   

 

オ 電力会社変更の有無について 

平成 28（2016）年 4 月に電力小売が全面自由化さ  ◆電力会社変更の有無について 

れ、一般家庭でも電気の購入先を選ぶことができるよ

うになりましたが、43％の住民の方が変更したという

結果でした。 

なお、変更に際し重視した点については、価格や他

のサービスとの連携を挙げる方が大半であり、電気の

使用に伴う二酸化炭素排出係数（以下、「電気の二酸化

炭素排出係数＊」という。）を含む環境への配慮を挙げ

た方はわずかでした。今後、再生可能エネルギー＊由来

の電気への切り替えを含め、情報提供を進めていく必

要があります。 

 

カ 省エネルギー・再生可能エネルギー関連機器の導入意向について 

省エネルギー・再生可能エネルギー関連機器の導入意向については、家の中で比較的取り組

みやすい「LED 電球への買い替え」が 62％、「省エネ家電への買い替え」が 31％と多い結果

でした。一方で、「太陽光」や「燃料電池＊」を利用した省エネルギー・再生可能エネルギーの

利用は少ない結果となりました。特に「導入する予定はない・できない」が 60％を超えてお

り、費用面や取り組む必要性を感じないという理由が多く挙げられました。今後の普及に向け
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て、情報提供や支援策の検討も必要です。 

 

◆省エネルギーや再生可能エネルギーの利用について 

 

 

キ 「気候変動＊の影響への適応」の認知度について 

「気候変動への適応」について意味を知っている ◆「気候変動の影響への適応」の認知度 

方は 58％と多いものの、意味が分からない（「言葉

を知っているが意味がわからない」、「言葉自体知ら

ない」）という方も 39％と多い結果でした。気候変

動の適応策＊について、情報発信をすすめ、認知度

を上げていく必要があります。 

 

 

 

 

ク 家庭で所有している自動車などについて 

自動車等の保有状況については「自家用車（ガソリンを使用するもので、電気自動車、ハイ

ブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車は含まない）」の所有割合が、56%となりま

した。一方で、「自動車を保有していない」方の割合も 25％と一定数いることがわかりました。 

電気自動車等への買い替えも含め、補助制度や電気自動車等のメリットについての情報提供

など、普及啓発が必要です。 

 

◆家庭で所有している自動車などについて 

  

電気照明のLED電球への買い替え

省エネ家電への買い替え（テレビ、冷蔵庫、
エアコン等）

太陽光発電＊設備

家庭用燃料電池＊（エネファーム）

62 

31 

6 

2 

5 

7 

1 

19 

38 

10 

22 

7 

17 

76 

66 

6 

8 

8 

10 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

利用している 5年以内に導入する予定である 今後導入を考えたい

導入する予定はない・できない 無回答 （回答者数：1710人)

自家用車（ガソリンを使用するもので、 電気自動車 、ハイブリッド自
動車、プラグインハイブリッド自動車は含まない ）を所有している

自動車は所有していない

56 

25 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)
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ケ 自動車に代わる移動手段について 

自動車に代わる移動手段については、「鉄道やバスなどの公共交通機関」が 71％と最も多く、

次いで「地域コミュニティバス」が 40％、「電動アシスト自転車」が 39％という結果になり

ました。「自動車を保有していない」方は 60 才以上の割合が半分をしめている事から、高齢者

における自動車に代わる移動手段の確保と充実が今後重要になります。 

 

◆自動車に代わる移動手段について 

 

 

コ 住民アンケートの総括 

地球温暖化＊対策について、高い関心をもっており、比較的取り組みやすい「LED 電球への 

買替」、「省エネ家電への買い替え」の普及が進んでいました。一方で、「太陽光」や「燃料電池＊」 

を利用した再生可能エネルギー＊等の普及は進んでおらず、これらの導入に向けての情報提供

等の充実を図る必要があります。 

これらの地球温暖化対策を実施していく中で支障となっていることは、購入費用が高く、さ

らに取り組んだ成果が実感できないという意見も多く見られました。地球温暖化対策の取組内

容や成果などの情報発信が必要と考えられます。 

 

  

鉄道や路線バスなどの公共交通機関

電動アシスト自転車

地域コミュニティバス

71 

40 

39 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)
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 ② 事業所アンケート 

地球温暖化＊に関する意識や意見等、計画策定に必要な情報を把握するため、島本町内の事

業所に対してアンケートを実施しました。アンケートでは、事業所で取り組んでいる温暖化対

策の状況や、事業者が関心を持っている環境問題などについて調査しました。事業所アンケー

トの概要は、以下に示すとおりです。 

 

◆アンケートの概要 

項 目 アンケート内容 

調査地域 島本町全域 

調査対象者 島本町内事業所 

標本数 100 事業所 

抽出法 町内の事業者から 100 事業所を抽出 

調査期間 
2022 年 9 月 7 日（水）～2022 年 9 月 27 日（火） 

※調査期間終了後も、一定期間回答を受け付けた。 

回収数 65 事業所（65.0％） 

 

ア 環境に関する経営方針や管理手法の導入について 

環境に関する経営方針や管理手法の導入状況については、「既に実施している」という回答

は全体的に低い結果でした。一方で、「実施の予定なし」は、どの選択肢においても 50％前後

の結果となりました。 

「自主的な環境管理計画の策定」については検討中の割合が他の項目よりも多い結果となり

ました。 

◆環境に関する経営方針や管理手法の導入について 

 

自主的な環境管理計画（環境に配慮した原材料、物

品、サービスなどの購入ガイドライン）の策定

環境担当部門や担当者の配置

環境に関する内部監査の実施

環境報告書の作成

ISO14001＊の認証取得

エコアクション21＊の認証取得

その他の環境マネジメントシステム＊の導入

その他

15 

14 

14 

12 

11 

5 

2 

2 

5 

6 

3 

3 

2 

2 

3 

9 

8 

5 

6 

3 

2 

11 

2 

49 

57 

57 

57 

56 

56 

51 

14 

8 

14 

14 

20 

28 

25 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

97 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

既に実施している 今後、実施したい 現在、検討中である 実施の予定はない どのようなものか

知らない

無回答

（回答数：65事業所)
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イ 事業所内でのエネルギー使用量について 

エネルギー使用量については、削減した   ◆事業所内でのエネルギー使用量について 

いという考え（「普通程度だと考えている

が、できればさらに削減したい」「少ない方

だと考えているができればさらに削減した

い」、「生産や販売量の割には多いと考えて

おり削減したい」）の回答が約 73％と多い

ことがわかりました。 

 

 

 

 

 

ウ 地球温暖化対＊策への取組について 

事業所での地球温暖化対策の取組として、「クールビズ・ウォームビズの励行」、「冷暖房の

運転時間削減やこまめな温度調節」、「オフィス機器の省エネ」、「コピー用紙使用量の削減」に

ついては半数の事業所が行っていることがわかりました。 

 

エ 地球温暖化対策への取組を実施するために支障があると感じること 

地球温暖化対策の取組を実施するため支障に感じることとして、「環境にやさしい商品、製

品の購入費用が高い」が 42％となり最も大きな支障であるという結果でした。また、「どのよ

うに取り組んでいいのかわからない」や「行うきっかけがない」のように、きっかけがないこ

とや取組方法がわからないという回答も見られました。  

 

◆地球温暖化対策への取組を実施するために支障があると感じること 

 

 

 

 

 

  

環境にやさしい商品、製品の購入費用が高い 42 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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オ カーボンニュートラル＊に取り組む意識について 

カーボンニュートラルに取り組む意

識については、「積極的に取り組みた

い」が 23％となり、現状は様子を見た

上で取組を行いたい（「社会情勢を見極

めて慎重に取り組みたい」、「他社の動

向を見ながら取り組みたい」）が合わせ

て 66%と半数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

カ カーボンニュートラル達成を目指すうえでの対策 

カーボンニュートラル達成を目指すための対策については、積極的な取組を考えている事業

所の割合が少ないこともあり、「特に考えていない」という回答が 43％となりました。 

具体的な対策としては、「省エネ診断＊によりエネルギー使用量や二酸化炭素排出量の可視

化する」が 20％に上り、次いで「温室効果ガス＊排出量を減らすための省エネを推進する計画

を策定する」と「在宅勤務、リモート会議等の働き方改革により温室効果ガスの排出を抑制す

る」は 18%となりました。 

 

◆カーボンニュートラルに取り組むうえでの対策 

 

 

  

特に考えていない

省エネ診断によりエネルギー使用量や二酸化炭素

排出量の可視化する

温室効果ガス排出量を減らすための省エネを推進

する計画を策定する

在宅勤務、リモート会議等の働き方改革により温

室効果ガスの排出を抑制する

43 

20 

18 

18 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（事業所数：65事業所）

◆カーボンニュートラルに取り組む意識について 



50 

キ 省エネルギー等を考慮した設備などの導入 

省エネルギーを考慮した設備の導入については、「LED などの高効率照明」が 55%と多く、

次いで「太陽光発電＊システム」が 11%となりました。 

 

◆省エネルギー等を考慮した設備などの導入 

 

 

ク 町に期待している施策 

町に期待している施策については「太陽光発電など再生可能エネルギー＊を利用した設備の

導入に関する支援制度を充実する」が 38%に及び次いで「緑化を推進する」が 35%と続いて

います。 

また住民への「住民に対して環境保全意識の啓発活動を行う」の施策も約 32%と高く、期

待されていることが伺えます。 

 

◆町に期待している施策 

 

 

  

LED照明などの高効率照明

太陽光発電システム

55 

11 

5 25 

28 

11 

52 

5 

9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

すでに導入

している

今後、導入する

予定がある

今後、導入

してみたい

導入する

予定はない

無回答

（回答数：65事業所）

太陽光発電など再生可能エネルギーを利用した

設備の導入に関する支援制度を充実する

緑化を推進する

住民に対して環境保全意識の啓発活動を行う

38 

35 

32 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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ケ 事業者アンケート総括 

環境に関する経営方針や管理手法の導入状況については、既に実施している事業所は少なく、

「実施の予定なし」は 50％を超える結果となりました。 

一方、比較的に取り組みやすい「クールビズ・ウォームビズの励行」、「冷暖房の運転時間削

減やこまめな温度調節」、「オフィス機器の省エネ」、「コピー用紙使用量の削減」は、半数の事

業所が取り組んでいます。 

「太陽光発電＊システム」については 19％の事業所が導入していますが、カーボンニュート

ラル＊達成を目指すための対策については、積極的な取組を特に考えていない回答が 40％に

上り、意識啓発等の取組を積極的に推進する必要があります。 
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 ３  島本町における温室効果ガス＊排出量の現状 

（1）温室効果ガス排出量の算定方法 

本町の二酸化炭素排出量及びその他ガス排出量は以下の表（「二酸化炭素（CO2）排出量の算

定方法」及び「その他排出ガスの算定方法」）に示すとおり、「地方公共団体実行計画（区域施

策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（環境省、令和 4（2022）年 3 月）の内容に準

じた算定方法を用いています。 

 

 ① 対象とする部門・分野及び手法等 

二酸化炭素（エネルギー起源 CO2、非エネルギー起源 CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素

（N2O）を算定の対象としました。なお、代替フロン等 4 ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）は、

町内の特定事業所＊からの排出実績が無いため対象外としています。 

 

◆二酸化炭素（CO₂）排出量の算定方法 

区分 算定方法 引用資料 

産
業
部
門 

製造業 

特定事業所： 

温対法に基づく算定・報告・公表制度における 

CO2 排出量データ（実績値） 

特定事業所以外： 

製造業炭素排出量（大阪府）× 

従業者数の比（島本町/大阪府）×44/12※1 

・地球温暖化対策推進法に基づく温

室効果ガス排出量算定・報告・公表

制度における排出量の実績値 

・都道府県別エネルギー消費統計 

・工業統計調査 

建設業・鉱業 
建設業・鉱業炭素排出量（大阪府） 

×従業者数の比(島本町/大阪府)×44/12 

・都道府県別エネルギー消費統計 

・経済センサス 

農林水産業 
農林業炭素排出量（大阪府） 

×従業者数の比(島本町/大阪府)×44/12 

・都道府県別エネルギー消費統計 

・経済センサス 

業務その他部門※2 
業務その他部門炭素排出量（大阪府） 

×延床面積の比(島本町/大阪府)×44/12 

・都道府県別エネルギー消費統計 

・固定資産の価格等の概要調書 

家庭部門 
家庭部門炭素排出量（大阪府） 

×世帯数の比（島本町/大阪府）×44/12 

・都道府県別エネルギー消費統計 

・住民基本台帳に基づく人口 

運
輸
部
門 

自
動
車 

（旅客） 
運輸部門（旅客）炭素排出量（全国）×自動車車種別

保有台数比（島本町/全国）×44/12 

・総合エネルギー統計 

・車種別(詳細)保有台数表 

・市区町村別自動車保有車両数 

・市区町村別軽自動車保有車両数 

（貨物） 
運輸部門（貨物）炭素排出量（全国）×自動車車種別

保有台数比（島本町/全国）×44/12 

・総合エネルギー統計 

・車種別(詳細)保有台数表 

・市区町村別自動車保有車両数 

・市区町村別軽自動車保有車両数 

鉄道 
鉄道エネルギー消費統計 

×鉄道営業キロ数の比（島本町/全区間）×排出係数 

・鉄道統計年報 

・総合エネルギー統計 

廃棄物分野 

プラ  ：一般廃棄物焼却処理量×（1-水分率） 

×プラスチック組成割合×排出係数 

繊維くず：一般廃棄物焼却処理量×（1-水分率） 

×繊維くず割合×合成繊維割合×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査結果 

・温室効果ガス排出量算定・ 

報告マニュアル（Ver4.8) 

※1 炭素と二酸化炭素の分子量の比。各部門の二酸化炭素排出量は、二酸化炭素の重量（t-CO2）だけでなく炭

素の重量（t-C）で示されている。二酸化炭素（CO2）排出量にするため、炭素と二酸化炭素の分子量（C:12、

O:16、CO2:44）の比（44/12）を乗じる。 

※2 業務その他部門は、事務所・ビル、商業・サービス施設ほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギ

ー消費に伴う排出。主に、オフィス、店舗、ホテル、学校、病院、官公庁その他の事業所からのエネルギー

起源 CO2 が計上される。いわゆるサービス業の事業所からの排出に概ね対応するが、サービス業に関する

ものであっても「運輸部門」や「エネルギー転換部門」に対応する分は含まれない。  
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◆その他ガス排出量の算定方法 

ガス種 区分 算定方法 引用資料 

メタン 

（CH4） 

・ 

一酸化

二窒素 

（N2O） 

 

農
業
分
野 

耕作 

【水田からの排出】 

水稲作付面積×水管理割合 

×単位面積当たりの排出係数 
 

【肥料の使用に伴う排出】 

耕作地面積 

×単位面積当たりの肥料の使用に伴う排出量 

 

【農作物残渣のすきこみに伴う排出量】 

年間生産量×乾物率×残渣率×すきこみ率 

×単位作物残渣当たりの排出量 

・作物統計調査 

・ガスインベントリ報告書 

農業 

廃棄物 

【農業廃棄物の焼却に伴う排出】 

年間生産量×残渣率×野焼き率 

×単位焼却量当たりの排出量 

・作物統計調査 

・ガスインベントリ報告書 

 
 

 

廃
棄
物
分
野 

焼却 

処分 
一般廃棄物焼却量×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査結果 

・温室効果ガス排出量算定・ 

 報告マニュアル（Ver4.8) 

し尿 

処理場 
生し尿及び浄化槽汚泥の年間処理量×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査結果 

・温対法施行令 

生活排水 

処理施設 

生活排水処理施設ごとの年間処理人口 

×排出係数 

・一般廃棄物処理実態調査結果 

・温室効果ガス排出量算定・ 

報告マニュアル（Ver4.8) 
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（2）温室効果ガス＊排出量の現状 

 ① 温室効果ガス総排出量の推移 

本町における温室効果ガス排出量の推移を以下の表（「温室効果ガス排出量の推移」及び「部

門・分野別温室効果ガスの排出量の推移」）に示します。平成 30（2018）年度の温室効果ガ

ス排出量は 130.5 千 t-CO2 であり、基準年度の平成 25（2013）年度比で 18.9％（30.4 千

t-CO2）減少しています。 

平成 30（2018）年度における温室効果ガスの部門・分野別排出割合を「温室効果ガスの部

門・分野別排出割合」に示します。排出割合は、大きい順に「産業部門」が 42.2％、「家庭部

門」が 22.4％、「運輸部門」が 17.8％、「業務その他部門＊」が 14.9％、「廃棄物分野」が 2.5％、

「その他ガス」が 0.2％となっています。 

 

◆温室効果ガス排出量の推移 

部門・分野 

2013 

年度 

（千 t- CO2） 

2014 

年度 

（千 t- CO2） 

2015 

年度 

（千 t- CO2） 

2016 

年度 

（千 t- CO2） 

2017 

年度 

（千 t- CO2） 

2018 

年度 

（千 t- CO2） 

増減率 

産業 

部門 

製造業 54.5    59.0 58.5 58.6 58.5 52.8 -3.1% 

建設業・鉱業 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 -32.0% 

農林業 0.8 2.0 2.3 2.2 1.8 1.7 123.4% 

小計 56.1 61.7 61.5 61.3 61.0 55.1 -1.8% 

業務その他部門 31.6 31.0 27.8 25.8 22.8 19.4 -38.5% 

家庭部門 42.1 40.6 38.0 38.3 35.8 29.3 -30.5% 

運輸 

部門 

自動車 
旅客 16.6 15.8 15.7 15.5 15.4 15.0 -9.6% 

貨物 5.3 5.3 5.2 5.0 4.9 4.9 -7.5% 

鉄道 5.2 5.3 5.0 5.0 4.2 3.3 -36.6% 

小計 27.2 26.4 25.9 25.6 24.5 23.3 -14.4% 

廃棄物分野 3.6 2.9 3.4 3.8 3.3 3.2 -11.6% 

その

他ガ

ス 

廃棄物分野 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -9.6% 

農業分野 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -17.4% 

計（千 t- CO2） 160.9 162.9 156.9 155.0 147.5 130.5 -18.9% 

※各数値は端数処理により、合計等と一致しない場合がある。 
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◆部門・分野別温室効果ガスの排出量の推移 

 

 

◆温室効果ガスの部門・分野別排出割合（平成 30（2018）年度） 
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 ② 部門・分野別温室効果ガス＊排出量の推移 

ア 産業部門 

産業部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移を「産業部門のエネルギー別二酸化炭素排

出量の推移」に示します。産業部門の平成 30（2018）年度の二酸化炭素排出量は、55.1 千

t-CO2 となっています。 

年度によって排出量の変動はあるものの、平成 30（2018）年度は平成 25（2013）年度比

で 1.8％（1.0 千 t-CO2）減少しています。 

業種別の二酸化炭素排出割合を「産業部門の業種別二酸化炭素排出割合（平成 30（2018）

年度）」に、製造業のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移を「製造業のエネルギー別二酸化

炭素排出量の推移」に示します。産業部門においては、製造業からの排出が 9 割以上を占めて

おり、製造業での電気の使用に伴う排出量の減少及び電気の二酸化炭素排出係数＊の低下が、

産業部門全体の排出量の減少に影響していると考えられます。 

 

◆産業部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

◆産業部門の業種別二酸化炭素排出割合（平成 30（2018）年度） 
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◆製造業のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

イ 業務その他部門＊ 

業務その他部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移を「業務その他部門エネルギー別二

酸化炭素排出量の推移」に示します。平成 30（2018）年度の排出量は、19.4 千 t- CO2 であ

り、平成 25（2013）年度比で 38.5％（12.2 千 t- CO2）減少しています。 

業務その他部門の延床面積（課税対象のみ）の推移を「業務その他部門の延床面積の推移（課

税対象のみ）」に、電気使用量及び電気の二酸化炭素排出係数＊の推移を「業務その他部門の電

気使用量及び電気の二酸化炭素排出係数の推移」に示しました。延床面積は概ね横ばいの傾向

となっています。業務その他部門においては、二酸化炭素排出の約 7 割を占める電気の使用量

の減少及び電気の二酸化炭素排出係数の低下が、排出量の減少に影響していると考えられます。 

 

◆業務その他部門エネルギー別二酸化炭素排出量の推移 
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◆業務その他部門の延床面積の推移（課税対象のみ） 

 

 

◆業務その他部門の電気使用量及び電気の二酸化炭素排出係数の推移 
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ウ 家庭部門 

家庭部門のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移を「家庭部門エネルギー別二酸化炭素排出

量の推移」に示します。家庭部門の平成 30（2018）年度の二酸化炭素排出量は 29.3 千 t-CO2

であり、平成 25（2013）年度比で 30.5％（12.8 千 t-CO2）減少しています。また、エネル

ギー種別では、電気の使用に起因する二酸化炭素排出量の割合が最も多くなっています。 

電気使用量及び電気の二酸化炭素排出係数＊の推移を「家庭部門の電気使用量及び電気の二

酸化炭素排出係数の推移」に示します。家庭部門においては、電気の使用量の減少及び電気の

二酸化炭素排出係数の低下により二酸化炭素排出量が減少していると考えられます。 

 

 

◆家庭部門エネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 
 

 

◆家庭部門の電気使用量及び電気の二酸化炭素排出係数の推移 
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エ 運輸部門 

運輸部門の二酸化炭素排出量の推移を「運輸部門エネルギー別二酸化炭素排出量の推移」に

示します。平成 30（2018）年度の二酸化炭素排出量は、23.3 千 t-CO2 であり、平成 25（2013）

年度比で 14.4％（3.9 千 t-CO2）減少しています。 

平成 30（2018）年度の区分別二酸化炭素排出割合を「運輸部門の区分別二酸化炭素排出割

合（平成 30（2018）年度）」に示します。運輸部門においては、二酸化炭素排出の約 9 割が

自動車の使用に起因するものでした。 

また、本町の自動車保有台数の推移を「自動車保有台数の推移」に、自動車の使用による二

酸化炭素排出量の推移を「自動車のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移」に示しました。自

動車保有台数は概ね横ばいの傾向にあるため、燃費の向上やエコドライブ＊等の普及などによ

り排出量が減少したと考えられます。 

 

◆運輸部門エネルギー別二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

◆運輸部門の区分別二酸化炭素排出割合（2018年度） 
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◆自動車保有台数の推移 

 

 

◆自動車のエネルギー別二酸化炭素排出量の推移 
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オ 廃棄物分野 

廃棄物分野の二酸化炭素排出量の推移を「廃棄物分野の二酸化炭素排出量の推移」に示しま

す。平成 30（2018）年度の二酸化炭素排出量は 3.2 千 t-CO2 であり、平成 25（2013）年度

比で 11.6％（0.4 千 t-CO2）減少しています。 

一般廃棄物焼却量とプラスチック組成率の推移を「廃棄物分野の焼却量及びプラスチックの

割合の推移」に示します。廃棄物分野における二酸化炭素の排出はプラスチックの焼却に由来

するものです。平成 30（2018）年度は平成 25（2013）年度と比較してプラスチックの割合

が減少したため、二酸化炭素排出量が減少したと考えられます。 

 

 

◆廃棄物分野の二酸化炭素排出量の推移 

 

 

 

◆廃棄物分野の焼却量及びプラスチックの割合の推移 
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カ その他ガス 

その他ガスの排出量推移を「その他ガス排出量の推移」に示します。平成 30（2018）年度

のその他ガス排出量は、0.27 千 t-CO2 であり、平成 25（2013）年度比で 12.2％（0.04 千

t-CO2）減少しました。 

続いて、メタン排出量の推移を「メタン排出量の推移」に、一酸化二窒素排出量の推移を「一

酸化二窒素排出量の推移」に示します。メタン排出量、一酸化二窒素排出量ともわずかに減少

しています。 

 

◆その他ガス排出量の推移 

 
 

◆メタン排出量の推移 

 
 

◆一酸化二窒素排出量の推移 
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第４章 温室効果ガス排出量の削減目標 

 １  温室効果ガス排出量の将来推計 

（1）現状趨勢ケース＊（ＢＡＵ）における温室効果ガス排出量 

 ① 推計方法 

島本町の平成 30（2018）年度※における温室効果ガス＊排出量に基づき、今後、追加的な対

策を見込まないまま推移した場合の排出量に当たる現状趨勢ケース（BAU）の令和 12（2030）

年度における将来推計を行いました。 

推計は環境省のマニュアルに基づき、温室効果ガス排出量と相関の高い人口などを活動量と

して設定し、直近年度における温室効果ガス排出量に活動量の変化を乗じることで推計しまし

た。 

  

現状趨勢ケース（BAU）排出量＝直近年度の温室効果ガス排出量×活動量の変化率 

活動量の変化率＝ 
対象年度における活動量の推計値 

 
直近年度における活動量 

 

◆現状趨勢ケース排出量推計における活動量の推計方法 

部門・分野など 活動量 推計方法 

産業部門 

製造業 製造品出荷額等 直近年度の値で推移すると想定し推計 

建設業・鉱業 従業者数 直近年度の値で推移すると想定し推計 

農林業 従業者数 直近年度の値で推移すると想定し推計 

業務その他部門 延床面積 
過去 10 年間の実績値の平均値の値で推移す

ると想定し推計 

家庭部門 人口 
「島本町人口ビジョン」における人口推計値

（島本町の将来人口）を用いて推計 

運輸部門 
自動車 

旅客 旅客車保有台数 人口と同様に推移するものとして推計 

貨物 貨物車保有台数 過去の実績値の回帰分析により推計 

鉄道 人口 人口と同様に推移するものとして推計 

廃棄物分野 
焼却処分 一般廃棄物処理量 人口と同様に推移するものとして推計 

排水処理 衛生処理人口 人口と同様に推移するものとして推計 

農業分野 
作付面積 

年間生産量 
過去の実績値の回帰分析により推計 

                                         
※ 産業部門の推計において、「温対法」に基づく特定事業所

＊
については同法に基づく算定・報告・公表制度に

おける温室効果ガス排出量データを用いており、当該資料の最新年度が平成 30（2018）年度であるため、現

状年度を平成 30（2018）年度とした。 



65 

 ② 将来推計結果 

令和 12（2030）年度における現状趨勢ケース＊（BAU）の温室効果ガス＊排出量は、124.8

千 t-CO2 となり、基準年度である平成 25（2013）年度と比較して 22.4％削減する見込みと

なりました。 

 

◆温室効果ガス排出量の将来推計結果（現状趨勢ケース（BAU）） 

区分 

温室効果ガス排出量 
（実績値）（千 t-CO2） 

現状趨勢ケース（推計値） 
（千 t-CO2） 

基準年度 
平成 25 
(2013) 
年度 

現状年度 
平成 30 
(2018) 

年度 

令和 12 
（2030） 

年度 
排出量 

平成 25 
(2013) 
年度比 
増減率 

エネルギー 
起源 CO2 

産業部門 56.1 55.1 55.1 -1.8％ 

業務その他部門 31.6 19.4 19.7 -37.7％ 

家庭部門 42.1 29.3 26.0 -38.3％ 

運輸部門 27.2 23.3 21.0 -22.7％ 

非エネルギー 
起源 CO2 

廃棄物分野 3.6 3.2 2.8 -21.6％ 

二酸化炭素（CO2）合計 160.5 130.2 124.6 -22.4％ 

メタン（CH4） 0.1 0.1 0.1 -19.9％ 

一酸化二窒素（N2O） 0.2 0.2 0.1 -18.1％ 

温室効果ガス排出量 160.9 130.5 124.8 -22.4％ 

注）端数処理により、合計値と一致しない場合がある。 

 

◆エネルギー消費量の将来推計結果（現状趨勢ケース（BAU）） 

区分 

エネルギー消費量 

（実績値）（TJ） 

現状趨勢ケース（推計値） 

（TJ） 

基準年度 

平成 25 

(2013) 

年度 

現状年度 

平成 30 

(2018) 

年度 

令和 12 

（2030） 

年度 

消費量 

平成 25 

(2013) 

年度比 

増減率 

産業部門 617.8 767.6 767.6 24.2％ 

業務その他部門 297.1 242.0 245.5 -17.3％ 

家庭部門 411.4 384.8 341.4 -17.0％ 

運輸部門 420.0 387.3 349.1 -17.3％ 

合  計 1,748.3 1,781.6 1,703.6 -2.6％ 

 

  



66 

◆現状趨勢ケース＊（BAU）の温室効果ガス排出量 
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（2）対策による削減見込量 

 ① 電気の二酸化炭素排出係数＊の低減による削減見込量（令和 12（2030）年度） 

電気の二酸化炭素排出係数は、温室効果ガス排出量に大きく影響を及ぼす項目のひとつです。 

国の「地球温暖化対策計画＊」では、令和 12（2030）年度の国全体の電気の二酸化炭素排

出係数の目標値は 0.25kg-CO2/kWh とされています。 

本町で使用される電気の二酸化炭素排出係数も同様の 0.25 kg-CO2/kWh に低減した場合、

本計画の目標年度（令和 12（2030）年度）において 10.2 千 t-CO2 の削減が見込まれます。 

 

◆電気の二酸化炭素排出係数の低減による温室効果ガス排出量の削減見込量 

（2030年度（令和 12年度）） 

部門 

(電気を使用する 

部門のみ) 

① ② ③＝(①×②) ④ ⑤＝(③-④) 平成 25 

(2013) 

年度比 

削減率 

（％） 

現状趨勢ケース 

温室効果ガス 

排出量 

（千 t-CO2） 

電力 

比率 

（％） 

電気の使用に伴う令和 12 

(2030)年度温室効果ガス 

排出量（千 t-CO2） 
削減見込量 

(千ｔ-CO2) 

現状の係数 係数低減後 

産業 

部門 

製造業 1.7 35.1 0.60 0.42 0.17 9.3 

建設業・鉱業 0.5 23.4 0.12 0.09 0.04 4.6 

農林水産業 1.7 8.1 0.14 0.10 0.04 5.2 

業務その他部門 19.7 70.6 13.9 9.87 4.03 12.8 

家庭部門 26.0 67.1 17.4 12.4 5.05 12.0 

運輸 

部門 
鉄道 2.9 98.9 2.9 2.07 0.84 16.1 

合計 52.5 － 35.1 24.9 10.2 6.3 

電力排出係数 

（kg-CO2/kWh） 
  0.352 0.250   

注）1.合計値は、端数処理により合計値と一致しない場合がある。 

  2.①から⑤の数値の説明は以下のとおり。 

   ①：現状趨勢ケース
＊

（BAU）の令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量 

   ②：①の排出量のうち、電気の使用により排出される温室効果ガスの割合（平成 30（2018）年度と同じ） 

   ③：電気の使用による令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量（現状年度の電気の二酸化炭素排出係数

0.352kg-CO2/kWh を使用） 

   ④：電気の使用による令和 12（2030）年度の温室効果ガス排出量（令和 12（2030）年度目標の電気の二

酸化炭素排出係数 0.25 kg-CO2/kWh） 

   ⑤：電気の二酸化炭素排出係数の低減により見込まれる削減量 

  3.製造業については、特定排出者を除く。 
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 ② 国等と連携して進める各種エネルギー対策等による削減見込量（令和 12（2030）年度） 

国の削減目標「温室効果ガス＊排出量を令和 12（2030）年度に平成 25（2013）年度比 46％

削減」の根拠として、「地球温暖化対策計画＊」（令和 3（2021）年 10 月 閣議決定）では、

地方公共団体や事業者などと連携して進める各種対策について、削減見込量の推計が行われて

います。 

それらについて、島本町における平成 30（2018）年度以降の二酸化炭素排出量の削減見込

量を推計した結果、令和 12（2030）年度における温室効果ガス削減見込量は、11.4 千 t-CO2

であり、平成 25（2013）年度比で 7.1％の削減となります。 

なお、この削減見込量については、国の施策と連携して地方公共団体や事業者においてもそ

れぞれ求められる対策・施策を行った場合の削減見込量であり、取組の更なる推進が必要です。 

 

◆国等と連携して進める対策による削減見込量（対策実施ケース：部門別） 

部門 主な対策 

令和 12(2030) 

年度削減見込量 

(千 t-CO2) 

令和 12(2030) 

年度削減見込量 

(TJ) 

産業 

部門 

製造業 

省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 0.95 14.8 

業種間連携省エネの取組促進 0.04 0.6 

燃料転換の推進 0.09 0.0 

FEMS
＊

を利用した徹底的なエネルギー管理の実施 0.11 1.7 

建設業・ 

鉱業 
省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進 0.02 0.3 

業務その他部門 

建築物の省エネルギー化 0.29 4.5 

高効率な省エネルギー機器の普及・トップランナー制

度
＊

等による機器の省エネ性能向上 
0.69 19.7 

BEMS
＊

の活用、省エネルギー診断
＊

等を通じた徹底

的なエネルギー管理の実施 
0.48 8.1 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.01 0.2 

廃棄物処理における取組（エネルギー起源 CO2） 0.08 1.1 

家庭部門 

住宅の省エネ化 1.24 19.6 

高効率な省エネルギー機器の普及 1.30 31.3 

トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上 0.73 13.2 

HEMS
＊

・スマートメーター
＊

・スマートホームデバ

イス
＊

の導入や省エネルギー情報提供を通じた徹底

的なエネルギー管理の実施 

1.29 19.1 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.06 1.2 

運輸部門 

次世代自動車
＊

の普及、燃費改善 2.96 42.3 

公共交通機関及び自転車の利用促進 0.37 1.0 

脱炭素型ライフスタイルへの転換 0.67 9.7 

廃棄物分野 廃棄物焼却量の削減 0.01  

農業分野（CH4） 
農地土壌に関する温室効果ガス排出削減対策（水田

CH4 排出削減） 
0.01  

令和 12（2030）年度 合計 11.4 188.4 

平成 25（2013）年度比削減率 7.1％ 10.8％ 

注）1.国の「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」に基づき、町域における削減効果を算定している。 

  2.端数処理により、合計値と一致しない場合がある。  
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また、町内の特定事業所＊においても、各事業者や業界団体において温室効果ガス＊排出量

に対する目標が掲げられています。それらに基づき、島本町における平成 30（2018）年度以

降の二酸化炭素排出量の削減見込量を推計した結果、令和 12（2030）年度における温室効果

ガス削減見込量は、17.9 千 t-CO2 であり、平成 25（2013）年度比で 34.0％の削減となりま

す。 

 

◆特定事業所（製造業）における削減見込量 

区分 

温室効果ガス排出量 
（実績値）（千 t-CO2） 

対策実施ケース（推計値） 
（千 t-CO2） 

基準年度 
平成 25 
(2013) 

年度 

現状年度 
平成 30 
(2018) 

年度 

令和 12 
（2030） 

年度 
排出量 

削減 
見込量 

平成 25 
(2013) 
年度比 
増減率 

特定排出者
（製造業） 

52.7 51.1 33.2 17.9 -34.0％ 

注）島本町内における業種による温室効果ガス削減目標から推計した。 

 

 

（3）再生可能エネルギー導入ポテンシャル＊ 

 ① 再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

環境省により公表されている「再生可能エネルギー情報提供システム［REPOS＊（リーポス）］」

より、島本町における再生可能エネルギー導入ポテンシャルの把握を行いました。 

島本町における再生可能エネルギー導入ポテンシャルは、太陽光発電＊設備の設置を中心と

考えると、261.6TJ/年（54.9MW）となります。 

 

◆島本町における再生可能エネルギー導入ポテンシャル（発電） 

再生可能エネルギー 

ポテンシャル 

導入量（MW） 

発電量 

電力量 

（MWh/年）） 

エネルギー量 

（TJ/年） 

太陽光 
建物系 52.5 69,551 250.4 

土地系 2.4 3,123 11.2 

合計 54.9 72,674 261.6 

注）1.太陽光（建物系）は官公庁、病院、学校、戸建住宅等、集合住宅、工場、倉庫、その他建物、

鉄道駅を対象とする。 

  2.太陽光（土地系）は最終処分場（一般廃棄物）、耕地（田、畑）、荒廃農地、ため池、町保有

地、駐車場を対象とする。 

  3.発電量のエネルギー換算値は、1kWh＝3.6MJ/kWh として算出した。 
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 ② 再生可能エネルギー＊導入量 

島本町における将来的な再生可能エネルギーの必要量を把握するため、エネルギーの内訳を

推計しました。令和 12（2030）年度のエネルギー消費構成は、平成 30（2018）年度と同様

と考え、部門別エネルギー消費構成に基づき設定しました。 

その結果、令和 12（2030）年度のエネルギー消費量 1,267.5TJ のうち、電気は 551.8TJ、

電気以外は 715.7TJ となりました。 

 

◆エネルギー消費構成 

項目 

令和 12（2030）年 

エネルギー消費量 

（TJ） 

温室効果ガス排出量 

（千 t-CO2） 

エネルギー消費量（脱炭素シナリオ
＊
） 1,267.5 85.1 

  うち電気 551.8 38.3 

  うち電気以外 715.7 46.8 

注）電気以外のエネルギー消費量は、石油、ガス、熱供給、水素、合成燃料等の使用

に伴うエネルギー消費量を指す。 

 

この電気の使用によるエネルギー消費量を再生可能エネルギーに転換可能なエネルギー量

と考えた場合、再生可能エネルギー導入ポテンシャル＊の 261.6TJ（54.9MW）を最大限導入

した場合でも、令和 12（2030）年度の電気の使用によるエネルギー消費量を賄うことができ

ないと推計されます。 

なお、令和 32（2050）年に再生可能エネルギー導入ポテンシャルを最大限導入することと

した場合の、令和 12（2030）年における再生可能エネルギーの必要量を令和 32（2050）年

を基準として、バックキャスティング＊により見込んだ場合、令和 12（2030）年度における

再生可能エネルギー必要量は、94.4TJ（19.8MW）となります。 
 

◆令和 12（2030）年度の再生可能エネルギー導入量の設定 
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 ③ 令和 12（2030）年における温室効果ガス＊排出量 

令和 32（2050）年に再生可能エネルギー導入ポテンシャル＊を最大限導入した場合、令和

12（2030）年におけるエネルギー消費量及び温室効果ガス排出量は、それぞれ平成 25（2013）

年度比 27.5％削減、51.0％削減となります。 

 

◆エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の削減見込（対策実施ケース） 

項目 

エネルギー消費量 温室効果ガス排出量 

エネルギー 

消費量（TJ） 

平成 25

（2013） 

年度比削減率 

温室効果ガス

排出量 

（千 t-CO2） 

平成 25

（2013） 

年度比削減率 

平成30（2018）年度までの削減量（実績値） -33.4 -1.9％ 30.4 18.9％ 

削 

減 

見 

込 

量 

現状趨勢
＊
（BAU）ケース 78.1 4.5％ 5.6 3.5％ 

電気の二酸化炭素排出係数の低減 － － 10.2 6.3％ 

国等との連携による削減対策 188.4 10.8％ 11.4 7.1％ 

特定事業所
＊
（製造業）における対策 247.7 14.2％ 17.9 11.1％ 

再生可能エネルギー
＊
の導入 （94.4） － 6.6 4.1％ 

合  計 514.2 29.4％ 51.7 32.1％ 

令和 12（2030）年度の排出量（推計） 1,267.5 27.5％ 78.8 51.0％ 

注）1.エネルギー消費量の平成 30（2018）年度までの実績値は、平成 25（2013）年度比で増加しており、エ

ネルギー消費量及び削減率はマイナスとなっている。 

  2.「電気の二酸化炭素排出係数の低減」について、電気消費量は変わらないため、エネルギー消費量は変動

しない。 

  3.「再生可能エネルギーの導入」について、消費するエネルギー量は変わらないため、再生可能エネルギー

の発電により得られるエネルギーは削減量に含めない。 

 

（4）森林による温室効果ガス吸収量の将来推計 

本町における森林吸収量＊は、国の森林吸収量を森林面積で案分することで算出しました。

本町における令和元（2019）年度の森林吸収量は 2.1 千 t-CO2 となります。 

また、令和 12（2030）年度の森林吸収量は、森林の活用と保全の取組を推進することで現

状の森林吸収量の維持に努めることとします。 

 

◆森林吸収量の推移 
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 ２  温室効果ガス＊排出量の削減目標 

（1）短期（令和 12（2030）年度）目標 

現状趨勢ケース＊（BAU）による令和 12（2030）年度における温室効果ガス排出量の推計

結果と温室効果ガスの削減見込量の推計における削減ポテンシャルの積み上げ結果から、国や

事業者、町が連携して温室効果ガス削減の取組を積極的に推し進めた場合、本町の令和 12

（2030）年度における温室効果ガス排出量は、46.9％削減することができると見込まれます。 

さらに、本町の再生可能エネルギー導入ポテンシャル＊、エネルギー消費量推計結果、温室

効果ガス排出量の長期目標達成のために必要となる再生可能エネルギー＊量から、再生可能エ

ネルギーの最大限の導入を推進することにより、令和 12（2030）年度に必要となる再生可能

エネルギー導入による削減見込量は 6.6 千 t-CO2 であるため、令和 12（2030）年度における

温室効果ガス排出量は、51.0％削減することができると見込まれます。 

そこで本町では、住民、事業者、町が協力し、温室効果ガス削減に向け取組を加速すること

で、国の「地球温暖化対策計画＊」における目標を上回る「令和 12（2030）年度の温室効果

ガス排出量を基準年度の平成 25（2013）年度比で 51％削減」をめざします。 

 

 

 

◆温室効果ガス排出量の削減目標 

 

  

温室効果ガス排出量の短期目標 

令和 12（2030）年度に 

平成 25（2013）年度比で 51％削減をめざします 
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◆温室効果ガス＊排出量の削減目標値 

項目 
削減見込量 

（千 t-CO2） 

平成25（2013） 

年度比削減率 

平成 30（2018）年度までの削減量（実績） 30.4 18.9％ 

現状趨勢ケース
＊

（BAU） 5.6 3.5％ 

電気の二酸化炭素排出係数
＊

の低減 10.2 6.3％ 

国等との連携による対策の実施 11.4 7.1％ 

特定事業所
＊

（製造業）における対策 17.9 11.1％ 

再生可能エネルギー
＊

の導入 6.6 4.1％ 

合  計 82.1 51.0％ 

 

 

（2）長期（令和 32（2050）年度）目標 

国は「地球温暖化対策計画＊」において、令和 32（2050）年カーボンニュートラル＊の実現

を目指すとしています。本町においても、長期的な目標として、令和 32（2050）年までに温

室効果ガス排出量実質ゼロ＊とする「脱炭素社会＊」の実現を目指します。 

 

 

 

◆令和 32（2050）年における脱炭素社会を見据えた目標 

  

温室効果ガス排出量の長期目標 

令和 32（2050）年度に 

温室効果ガス排出量実質ゼロをめざします 
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 ３  再生可能エネルギー＊の導入目標 

本町の再生可能エネルギー導入ポテンシャル＊、エネルギー消費量推計結果、温室効果ガス
＊排出量の長期目標達成のために必要となる再生可能エネルギー量を踏まえ、再生可能エネル

ギーの導入目標を以下のとおり設定します。 

なお、本町では、再生可能エネルギー導入ポテンシャルを最大限導入した場合でも、令和 12

（2030）年度の電気の使用によるエネルギー消費量を賄うことができないと推計されていま

す。 

再生可能エネルギーの導入目標は、令和 32（2050）年（長期目標）に、島本町おける再生

可能エネルギー導入ポテンシャルを最大限導入することとし、令和 12（2030）年度（短期目

標）については、令和 32（2050）年を基準としてバックキャスティング＊により導入目標を

定めました。 

 

 
※エネルギー量は、1kWh＝3.6MJ/kWh として算定しました。 

 また、設備容量は、太陽光発電＊として想定しています。 

 

なお、目標値である発電量 26,223MWh/年は、島本町の家庭部門における 1 世帯あたりの

電気使用量（平成 30（2018）年度 4,240kWh/世帯・年）の 6,185 世帯分にあたります。

目標の達成のためには、再生可能エネルギーの導入に向け、より一層の取組の推進が必要です。 

再生可能エネルギーの導入目標 

短期目標：令和 12（2030）年度に 

94.4TJ（設備容量 19.8MW（26,223MWh/年））とします 
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第５章 削減目標達成に向けた取組（緩和策＊） 

 １  めざす将来像 

「島本町環境基本計画（中間見直し版）」では、町の将来像を「ひと まち しぜんの三川合

流 しまもと」として 5 つの基本方針を掲げています。基本方針のひとつが「できることから

はじめよう！地球にやさしいまちづくり（低炭素）」です。一人ひとりがそれぞれの立場で、

暮らしや事業活動を見直し、省エネルギー対策や再生可能エネルギー＊の活用など、低炭素・

脱炭素の社会づくりに向けた取組を進め、将来にわたって、住民、事業者、町が一体となって、

脱炭素社会＊の実現をめざします。 

様々な地球温暖化対策を推進したことによる本町の将来像を次に示します。 

 

  

～めざす将来像～ 

暮らし 

 住宅や事務所においては、省エネルギー機器の導入や建物の断熱化等が進み、エネル

ギーが効率的に使用されています。 

 太陽光発電＊等と蓄電池＊を併用したエネルギー自家消費システムが普及し、ZEH＊・

ZEB＊化が進んでいます。 

 自家発電だけではエネルギーが不足する住宅や事業所では、再生可能エネルギー由来

の電気を買電し、温室効果ガス＊の排出はありません。 

 町有施設においても太陽光発電等とともに蓄電池が導入され、電源を自立分散化する

ことで災害時の活動拠点としての役割を担っています。 

 

産業 

 工場等においては、省エネルギー機器の導入や建物の断熱化等が進み、エネルギーが

効率的に使用されています。 

 再生可能エネルギー由来の電気への切替や燃料の転換が進み、温室効果ガスの排出が

抑制されています。 

 環境保全型農業が浸透し、地産地消＊が進んでいます。 

 

交通 

 家庭や企業において電気自動車が普及するとともに、バス等の公共交通も電動化が進

んでいます。 

 最適化した公共交通機関等を利用して、温室効果ガスの排出が少なく、行政・商業施

設等に不便なくアクセスすることができます。 



76 

 

 

 ２  目標達成に向けた取組の方向性 

本町における温室効果ガス＊排出量のガス種別割合は、平成 30（2018）年度でエネルギー

起源 CO2 の割合が 97.3％と大きな割合を占めています。長期目標の達成のためには、エネル

ギー起源 CO2 の割合（排出量）をできる限りゼロに近づけることが重要です。 

このため、長期目標達成のための取組の方向性として、以下を掲げます。 

 

●省エネルギー対策の推進によるエネルギー消費量の削減（省エネルギー対策の推進） 

●脱炭素燃料等に由来するエネルギー源への転換（再生可能エネルギー＊の利用促進） 

●脱炭素燃料等に転換しきれない排出量は、廃棄物焼却量の削減や森林整備による森林吸収

源の確保、更には脱炭素技術等の動向を踏まえ、多様な手法による炭素吸収に係る取組を

推進し、温室効果ガス＊排出量実質ゼロ＊をめざす（脱炭素なまちづくり、循環型社会＊の

形成） 

 

2050 年にむけて、さらなる取組の推進を図るとともに、国等と連携し、工場や発電所等で

発生する二酸化炭素（CO2）の回収・有効利用などの脱炭素社会＊に向けた技術革新及びその

導入により、削減を加速させていきます。 

また、どうしても削減できない二酸化炭素については、町域外からの脱炭素電力＊の調達や

その他の措置等により、二酸化炭素排出量実質ゼロをめざします。 

  

 

森林 

 間伐材等の資源利用や環境学習の場として多く活用され、森林が重要な地域資源とし

て住民に認識されています。 

 私有林整備の体制が確立され、放置竹林、放置森林がなくなっています。 

 町と企業、ボランティア等が連携し、森林の保全整備が適切に行われています。 

 森林の水源涵養機能＊が適切に発揮されており、河川・地下水の水質、水量が維持さ

れています。 

 

資源循環 

 住民は、すぐにごみとなるものを購入しない・受け取らないことを心がけており、不

要になったものは地域内で譲渡し、ごみが削減されています。 

 フードシェアリングサービス＊やフードドライブ＊が浸透し、食品ロス＊が削減されて

います。 

 環境にやさしい素材の商品が一般的になり、再資源化や環境負荷の低減が進んでいま

す。 
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 ３  施策の体系 

脱炭素社会＊の実現に向けて、温室効果ガス＊排出量の削減目標の達成に取り組むために、

５つの基本方針を掲げ、総合的に取り組んでいきます。 

基本方針ごとに主要施策を次のように体系づけ、各基本方針と関連性の高い SDGs＊を示し

ています。各種取組については住民・事業者・町の協働により、計画を推進していきます。 

基本方針１～４は、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組（緩和策＊）に対する方針です。 

基本方針５は災害の発生や熱中症など、私たちが直接的に被る気候変動＊の影響に対する取

組（適応策＊）に対する方針です。 
 

◆施策体系 

  

基本方針１ 省エネルギー対策の推進 

 
１ 脱炭素型ライフスタイルの推進 

２ 家庭や事業所の省エネルギー化の 
  促進 

基本方針２  

 

 

１ 再生可能エネルギー＊の導入による 
  エネルギーの地産地消＊ 

２ 自立・分散型エネルギー社会の形成に 
  向けた仕組みづくり 

基本方針３ 脱炭素なまちづくり １ 環境負荷の少ない交通体系の構築と 
  利用の促進 

２ 緑化の促進 

基本方針４ 循環型社会の形成 

 

 

１ ごみの減量化・再資源化の推進 

２ 循環型社会＊形成への意識の醸成 

緩 和 策 

基本方針５ 気候変動適応策の推進 
 
 
 
 

１ 分野別の取組の推進 

適 応 策 

３ 農林業の振興 



78 

 ４  基本方針ごとの取組 

基本方針１   省エネルギー対策の推進 

温室効果ガス排出量を減らす取組として重要な取組が、エネルギー消費量の削減、いわゆる

省エネルギー対策です。 

省エネルギー対策には、こまめにスイッチを切るといった費用がかからずにできるものから、

省エネルギータイプの設備・機器を導入するといった効果は大きいものの費用がかかるものま

で、幅広くあります。 

特に町内において産業部門に次いで排出量の多い家庭部門や業務その他部門＊については、

エネルギーの消費量のうち電気の占める割合が高く、電気使用量の削減が必要です。脱炭素社

会＊の実現に向けて、電気を無駄なく賢く使い、効率的かつ効果的な省エネルギー対策を推進

するために、脱炭素型ライフスタイルへの転換に取り組むとともに、建物の省エネルギー化や

省エネルギー設備の導入を促進します。 

 

 

町 の取組 

 ① 脱炭素型ライフスタイルの推進 

町全体の温室効果ガス排出量を削減するためには、たとえ小さな取組であっても、できるだ

け多くの人が無理のない範囲で継続して取り組む必要があります。アンケート調査結果では、

多くの項目で省エネルギー行動について取り組んでいると 50％以上の住民が回答しており、

省エネルギー行動への関心が高いことがうかがえます。町が率先して省エネルギーに配慮した

行動を行うとともに、情報の提供を通じて省エネルギー行動を推進します。 

 

・COOL CHOICE＊の普及啓発を実施することで、省エネ意識の向上を図ります。 

・食品ロス＊の削減やエコドライブ＊の実施、再エネ電気への切替などの情報提供を通じて、

脱炭素型のライフスタイルを後押しします。 

・省エネルギー行動に関する情報提供や普及啓発を推進します。 

 

 ② 家庭や事業所の省エネルギー化の推進 

住宅・建築物の断熱化や高効率機器の導入等による省エネルギー化は、中長期にわたり温室

効果ガス排出の抑制・エネルギー使用量の削減につながるとともに、エネルギーコストの削減

にもつながります。住宅・建築物の省エネルギー化に関する情報の提供により、建替えや改修

時を契機とした省エネルギー設備等の導入を通じて、住宅・建築物の省エネ性能の向上を図り、

脱炭素化を推進します。また、公共施設における建物の ZEB＊実証事業の率先的な実施につい

て、研究・検討を進め、情報提供や普及啓発を推進します。 
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・公共施設への省エネルギー機器等の導入を推進します。 

・公共施設の ZEB＊化等について検討します。 

・公有施設における LED 化を促進します。 

・家庭や事業所への高効率機器の導入を促進します。 

・住宅の ZEH＊化やオフィスビルの ZEB 化、断熱リフォーム＊等について、国や大阪府の支

援制度等の情報提供を行うことにより、断熱性能の高い住宅・建築物の導入を促進します。 

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく 2025 年度からの全ての新築住

宅・非住宅における省エネ基準＊の適合義務化について周知を行います。 

 

 

住民の取組 

・照明等をこまめに消す、冷暖房の設定温度に気を付けるなど、省エネ行動に努めます。 

・クールビズ、ウォームビズに努めます。 

・省エネルギー行動に関する情報収集に努めるとともに、省エネナビ＊の設置などエネルギー

消費の「見える化」を進めます。 

・省エネルギー家電の導入に努めます。 

・環境負荷の低い製品等の使用に努めます。 

・住宅・建築物を新築、増改築する際には、省エネ基準の適合に努めます。 

・フロンが含まれる製品（冷蔵庫、エアコン等）を廃棄する際は、適正に処分します。 

 

 

事業者の取組 

・照明等をこまめに消す、冷暖房の設定温度に気を付けるなど、省エネ化に努めます。 

・クールビズ、ウォームビズに努めます。 

・デジタルワークの促進に努めます。 

・省エネルギー行動に関する情報収集に努めるとともに、省エネナビの設置などエネルギー

消費の「見える化」を進めます。 

・省エネルギー設備（空調、照明等）の導入に努めます。 

・環境負荷の低い製品等の使用、開発に努めます。 

・住宅・建築物を新築、増改築する際には、省エネ基準の適合に努めます。 

・「エコアクション 21＊」や「ISO14001＊」等の環境マネジメントシステム＊の導入に努め

ます。 

・気候変動＊に対応した経営戦略の開示（TCFD＊への賛同）や脱炭素に向けた目標設定

（RE100＊（Renewable Energy100％）、SBT＊（Science Based Targets））などを通じ、

脱炭素経営の取組を進めます。 

・フロンが含まれる製品（冷蔵庫、エアコン等）を廃棄する際は、適正に処分します。 
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◆◆◆ＺＥＢ＊（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）◆◆◆ 

Net Zero Energy Building（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ビル）

の略称で、「ゼブ」と呼びます。

快適な室内環境を実現しながら、

建物で消費する年間の一次エネ

ルギーの収支をゼロにすること

を目指した建物のことです。 

建物の中では人が活動してい

るため、エネルギー消費量を完全

にゼロにすることはできません

が、省エネによって使うエネルギ

ーを減らし、創エネによって使う

分のエネルギーをつくることで、

エネルギー消費量を正味（ネッ

ト）でゼロにすることができま

す。 

建物のエネルギー消費量をゼ

ロにするには、大幅な省エネルギ

ーと、大量の創エネルギーが必要

です。そこで、ゼロエネルギーの

達成状況に応じて、4 段階の ZEB

シリーズが定義されています。 

ZEB には、エネルギー消費量

が削減できること以外にも①光

熱費の削減、②快適性・生産性の

向上、③不動産価値の向上、④事

業継続性の向上など様々なメリ

ットがあります。「ZEB」だけで

はなく、Nearly ZEB や ZEB 

Ready、ZEB Oriented にも該当

するものであるため、100%の一

次エネルギー消費量の削減が難

しい場合でも、ZEB シリーズと

して実現を目指していくことが

必要です。 出典：ZEB PORTAL［ゼブ・ポータル］（環境省ホームページ） 
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◆◆◆ＺＥＨ＊（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）◆◆◆ 

ＬＣＣＭ住宅（ライフサイクルカーボンマイナス住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEH（ゼッチ）とは、家庭で使用する年間エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目

指した住宅のことです。 

家の断熱性能を大幅に向上させるとともに、高効率な空調等の設備システムの導入により

室内環境の質も維持しながら省エネルギーを実現し、使用するエネルギーを太陽光発電＊や地

中熱などの再生可能エネルギー＊の活用を組み合わせることで ZEH が実現されます。 

また、台風や地震等、災害の発生に伴う停電時においても、太陽光発電や蓄電池＊を活用す

れば電気を使うことができ、非常時でも安心な生活を送ることができます。 

さらに、省 CO2 化を進めた先導的な低炭素住宅である LCCM 住宅（ライフサイクルカーボ

ンマイナス住宅）では、建設時、運用時、廃棄時においてできるだけ省 CO2 に取り組み、ラ

イフサイクルを通じて CO2 の収支をマイナスにします。 

出典：国土交通省ホームページ 



82 

 
  

◆◆◆日常生活における地球温暖化対策◆◆◆ 

家庭の中ではさまざまな電化製品を使用することにより CO2 を排出しています。日常

生活における地球温暖化＊対策を一人ひとりが実践することで、一つ一つの取組の効果は

小さくても町域全体で取り組むことにより大きな効果となります。身近な地球温暖化対策

を心がけ、継続して取り組んでいくことが重要です。 

照明の点灯時間を短くする 

（54W の白熱電球 1 灯の点灯時間を 1 日 1

時間短縮した場合） 

CO2 削減量：9.26kg/年 

節約金額：530 円/年 

 

省エネ型の LED ランプに取り替える 

（54W の白熱電球から 9W の LED ランプに

替えた場合） 

CO2 削減量：42.30kg/年 

節約金額：2,430 円/年 

 

 

冷房は必要な時だけつける（設定温度 28℃ 

冷房を 1 日 1 時間短縮した場合） 

CO2 削減量：8.82kg/年 

節約金額：510 円/年 

暖房は必要な時だけつける（設定温度 20℃暖

房を 1 日 1 時間短縮した場合） 

CO2 削減量：19.14kg/年 

節約金額：1,100 円/年 

フィルターを月に 1 回か 2 回清掃する（フィ

ルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)

とフィルターを清掃した場合の比較） 

CO2 削減量：15.01kg/年 

節約金額：860 円/年 

 

液晶テレビの画面を明るすぎないようにする 

（テレビ（32V 型）の画面の輝度を最適（最大

⇒中間）にした場合） 

CO2 削減量：13.22kg/年 

節約金額：730 円/年 

 

 

 

冷蔵庫にものを詰め込みすぎない 

（詰め込んだ場合と、半分にした場合と

の比較） 

CO2 削減量：20.60kg/年 

節約金額：1,180 円/年 

冷蔵庫の温度を適切に設定する（周囲温

度 22℃で、設定温度を「強」から「中」

にした場合） 

CO2 削減量：29.00kg/年 

節約金額：1,670 円/年 

 

使わないときはトイレのフタを閉める 

（フタを閉めた場合と、開けっ放しの場合との

比較（貯湯式）） 

CO2 削減量：16.40kg/年 

節約金額：940 円/年 

 

暖房便座の温度を低めに設定する 

（冷房期間は便座の暖房を OFF にし、便座の設

定温度を一段階下げた(中→弱)場合（貯湯式）） 

CO2 削減量：12.40kg/年 

節約金額：710 円/年 

出典：省エネ性能カタログ 家庭用 2021 年版（経済産業省 資源エネルギー庁） 
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◆◆◆事業活動における地球温暖化対策◆◆◆ 

使用している設備の現状把握を行い、温度や照度などの設定の見直しや、適切な設備

の運用・管理などの運用改善を行うこと、LED 照明や高効率空調などの省エネ設備を導

入することで、余分なエネルギーの使用を抑えるだけでなく、コストを削減することが

できます。 

 

【運用改善】 

作業に十分な照度があれば、消灯したり間引きすると省エネになります 

対象設備：水銀灯（400W）151 台→50 台 

＜電線・ケーブル製造業＞ 

従業員数：約 15 名 

電力削減効果：19,365kWh/年 

削減金額：310 千円/年 

空調温度を夏季に 1℃変えると約 10％の省エネになります 

対象設備：空調機 10 台 電動機容量 計 55.2kW 

＜伸線・圧延業＞ 

従業員数：約 45 名 

電力削減効果：2,956kWh/年 

削減金額：47 千円/年 

エア漏れを防止すると省エネになります 

対象設備：コンプレッサ 5 台 計 37.5kW 

10％の漏れを 2％に低減 

＜自動車部品製造業＞ 

従業員数：約 35 名 

電力削減効果：7,053kWh/年 

削減金額：120 千円/年 

燃焼設備に供給される燃焼空気量を減らすと省エネになります 

（例：燃焼時の空気量が必要以上に多いと、無駄にエネルギーを消費します。排

ガス酸素濃度を確認しながら、燃焼空気量を低減することで省エネになります。） 

対象設備：蒸気ボイラ 1 台（4t/h） 

＜プラスチック製品製造業＞ 

従業員数：約 20 名 

A 重油削減効果：13.4kL/年 

削減金額：817 千円/年 

 

【設備更新】 

蒸気配管を保温すると省エネになります 

対象設備：小型貫流ボイラ 2t/h 

＜化学薬品製造業＞ 

従業員数：約 40 名 

A 重油削減効果：153kL/年 

削減金額：9,333 千円/年 

投資金額：3,730 千円 

ポンプ・ファンにインバータを導入すると省エネになります 

（例：バルブで流量を絞ってもポンプの動力は減りません。ポンプにインバータ

を取り付けて、回転数を制御すれば省エネになります。） 

対象設備：ポンプ 2.2kW 1 台 

＜金属表面処理業＞ 

従業員数：約 10 名 

電力削減効果：5,038kWh/年 

削減金額：81 千円/年 

投資金額：176 千円 

老朽化した変圧器を高効率タイプに更新すると省エネになります 

（例：昔（1999 年以前）の変圧器に比べ、損失が 50％以下になっています。） 

対象設備：三相変圧器 200kVA・600kVA 各 1 台 

単相変圧器 75kVA 1 台 

＜食料品製造業＞ 

従業員数：約 100 名 

電力削減効果：17,035kWh/年 

削減金額：273 千円/年 

出典：儲けにつながる省エネ術 

（2016 年 6 月発行、経済産業省 資源エネルギー庁、一般財団法人省エネルギーセンター） 
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基本方針２   再生可能エネルギー＊の利用促進 

太陽光やバイオマス＊（間伐材や木くず、剪定枝等）などの再生可能エネルギーは温室効果

ガス＊を排出せず、枯渇することのない持続可能なエネルギー源です。また、自家消費型の太

陽光発電＊システムと蓄電池＊を併せて活用することで、発電した電力を効率的に利用できる

だけでなく、災害時に独立したエネルギー源としての役割を担うこともできます。 

町内における再生可能エネルギーと蓄電池の普及促進、温室効果ガス排出量の少ない燃料や

電気へのエネルギー転換に取り組むとともに、エネルギーの地産地消＊を目指します。 

 

 

町の取組 

 ① 再生可能エネルギーの導入によるエネルギーの地産地消 

町内における再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、発電した電気を効率的に町域

で活用できるように蓄電池の導入等について普及を促進します。 

さらに、再生可能エネルギーで発電している温室効果ガス排出量の小さい電気への切替を促

進します。 

また、地域で創った電気や熱を地域内で消費するエネルギーの地産地消は、エネルギー代金

の地域外流出を減らし、地域内で循環する代金が増えることで地域の雇用や消費につながる取

組です。このため、エネルギーの地産地消について、普及啓発を行っていきます。 

 

・住民・事業者における再生可能エネルギーの導入を促進するために、公共施設への太陽光

発電システム等の導入を検討します。 

・停電時や災害時にも活用が期待される太陽光発電システム及び蓄電池システム設置の支

援を検討します。 

・再生可能エネルギーで発電している排出係数の小さい電気への切替を検討するとともに、

情報提供等の普及啓発を進めます。 

・エネルギーの地産地消について、普及啓発を実施します。 

・住民・事業者への再生可能エネルギーシステムの導入促進に向けて設備導入段階における

国や大阪府の支援制度について情報提供を行います。 

 

 ② 自立・分散型エネルギー社会の形成に向けた仕組みづくり 

自立・分散型エネルギー社会の形成に向けて、他自治体との広域連携や、PPA モデル＊によ

る再生可能エネルギーの導入等を検討します。 

 

・太陽光発電システムの普及促進に向けて、PPA モデルなどについて情報収集を行うととも

に、導入の可能性を検討します。 

・温室効果ガス排出量の少ない電気や再生可能エネルギー由来の電気について知識の向上

を図ります。 
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・温室効果ガス＊排出量の少ない燃料への転換に関する知識の向上を図るとともに、普及啓

発を実施します。 

・再生可能エネルギー導入ポテンシャルの豊富な他自治体との広域連携による再生可能エ

ネルギーの開発とエネルギー融通の仕組みづくりやカーボン・オフセット＊制度の活用を

検討します。 

 

住民の取組 

・太陽光発電＊システムなどの再生可能エネルギー＊の導入に努めます。 

・給湯などへの太陽熱の利用に努めます。 

・太陽光発電＊システムから発電された電気の有効活用のため、蓄電池＊の導入を検討しま

す。 

・温室効果ガス排出量の少ない電気や再生可能エネルギー由来の電気への切替を検討しま

す。 

 

事業者の取組 

・太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーの導入に努めます。 

・マイクロ水力発電＊の導入により、排水などからの発電を検討します。 

・温室効果ガス排出量の少ない電気や再生可能エネルギー由来の電気への切替を検討しま

す。 

・温室効果ガス排出量の少ない燃料への転換に努めます。 

 

  

◆◆◆ゼロカーボンアクション 30◆◆◆ 

脱炭素社会＊の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が重要です。「ゼロカーボン

アクション 30」にできるところから取り組んでみましょう！ 

 

 
出典：環境省ホームページ 
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基本方針３   脱炭素なまちづくり 

町内の温室効果ガス＊排出量を削減するためには、省エネや節電などの取組だけでなく、社

会システムや都市・地域の構造を脱炭素型に変えていくことが必要です。 

公共交通機関の利用促進や道路環境の整備などによる脱炭素型のまちづくりに取り組みま

す。また、大気中の温室効果ガスの吸収源となる市街地の緑の保全・創出や森林の保全に努め

るとともに、ヒートアイランド＊対策に取り組みます。 

 

 

町の取組 

 ① 環境負荷の少ない交通体系の構築と利用の促進 

スマートムーブ＊（日常生活の様々な移動手段を工夫し、CO2 排出量を削減しようという取

組）の促進に向けて、公共交通機関や自転車などの利用を促すモビリティ・マネジメント＊を

推進するとともに、次世代自動車＊の導入促進に向けた取組を実施します。 

 

・環境負荷の少ない公共交通機関や自転車などへの利用転換を促すモビリティ・マネジメン

トを推進します。 

・住民・事業者における次世代自動車の導入を促進するために、公用車として電動車＊等の

導入を検討します。 

・「カーシェアリング＊」の取組について、普及に向けた情報提供を行います。 

・電気自動車充電スタンド等の整備を促進します。 

 

 ② 緑化の促進 

CO2 の吸収源対策及びヒートアイランド対策として、森林の保全や市街地の緑の保全・創出

を推進します。 

 

・公共施設の緑化を進めるとともに、一定規模以上の開発行為及び建築行為については緑化

の指導を行い、緑地を確保します。 

・公共施設における緑のカーテン＊を推進するとともに、屋上・壁面緑化等の建物緑化につ

いて、情報提供等の普及啓発に努めます。 

・街路樹等について、道路整備に伴う設置に努めるとともに、街路樹の適正な管理に努めま

す。 
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 ③ 農林業の振興 

温室効果ガス＊を吸収する機能や雨水を一時的に貯留する機能など多面的な機能を有してい

る農地の保全に向けた地域ぐるみの活動を支援するとともに、町産農林産物の情報発信等を通

じて住民に働きかけることで、地産地消＊を推進します。 

 

・農業の保全を図るための地域ぐるみの活動等に対して支援します。 

・環境に配慮した農業を推進することで、農地を保全します。 

・島本町産農林産物の情報発信、各種イベントの開催等により、地産地消を推進します。 

・企業、ボランティア等との連携により、森林の保全整備を進めます。 

・森林保全活動を行うボランティア団体を支援します。 

・放置竹林、森林の整備体制を確立します。 

 

 

住民の取組 

・近距離の移動の際には、自転車の利用や徒歩での積極的な移動に努めます。 

・長距離の移動の際には、バスや電車などの公共交通機関の積極的な利用に努めます。 

・カーシェアリング＊による車両の共同利用に努めます。 

・車の買換時には、次世代自動車＊の購入を検討します。 

・自動車の利用の際には、燃費に良い運転（エコドライブ＊）を心がけます。 

・宅配サービスをできるだけ一回で受け取るように努めます。 

・ベランダや庭の緑化や緑のカーテン＊などの壁面緑化に努めます。 

・地域で生産された食材を購入するように努めます。 

 

 

事業者の取組 

・ノーマイカーデーの実施に努めます。 

・近距離の移動の際には、自転車の利用や徒歩での積極的な移動に努めます。 

・長距離の移動の際には、バスや電車などの公共交通機関の積極的な利用に努めます。 

・カーシェアリングの活用や事業の検討を行います。 

・車の買替時には、次世代自動車の購入を検討します。 

・自動車の利用の際には、燃費に良い運転（エコドライブ）に努めます。 

・緑のカーテンなどの壁面緑化、事業所の屋上の緑化に努めます。 

・事業者の敷地内への植樹などにより緑化に努めます。 

・地域で生産された食材を利用した商品の製造を検討します。  
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◆◆◆エコドライブ＊１０のすすめ◆◆◆ 

エコドライブとは、燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球温暖化＊防止につなげる

「運転技術」や「心がけ」です。 

 

資料：環境省ホームページ 
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基本方針４   循環型社会＊の形成 

循環型社会の形成により、ごみを減量化することは、ごみの焼却処理による温室効果ガス＊

排出量の削減につながります。特に廃棄物部門からの温室効果ガス排出量は、一般廃棄物に含

まれるプラスチックの焼却による排出が大部分を占めているため、プラスチックごみの削減に

向けた取組を進めていきます。また、再利用・再資源化についても、資源の消費抑制を図り、

その製品の製造等に係る温室効果ガス排出量の削減に寄与するため、資源の有効活用に取り組

みます。 

 

 

町の取組 

 ① ごみの減量化・再資源化の促進 

4R＊の取組によるさらなるごみの減量化・再資源化をめざします。マイバッグやマイボトル

などの活用や、食品ロス＊の削減を進めるとともに、粗大ごみのリユース＊を検討します。今後

も住民や事業者に対して、ごみの減量化や分別を徹底するよう、啓発活動や広報活動を継続し

ます。 

 

・4R の取組によるごみの減量化、再資源化を推進します。 

・マイバッグやマイボトルの持参促進等に関連した周知を行うことで、レジ袋等の削減を推

進します。 

・町の物品調達については、グリーン購入＊を徹底します。 

・食品を無駄にしない計画的購入や冷蔵庫の整理について、周知・啓発します。 

・フードシェアリングサービス＊の推進やフードドライブ＊の実施など食品ロス削減に向け

た取組を進めていくとともに、啓発に努めます。 

・粗大ごみのリユースについて情報の収集を行うとともに、取組について検討します。 

 

 ② 循環型社会形成への意識の醸成 

住民・生活環境美化推進連絡会等と協働で実施する清掃活動を通じた環境意識の向上を図る

ことで、循環型社会の形成に向けた意識の醸成を図ります。 

 

・幼少期からごみに関する知識の向上を図ります。 

・住民や事業者の環境意識の向上を図ります。 

 

  



90 

 

住民の取組 

・再資源化された商品の購入や、必要なものを必要な量だけ購入するように努めます。 

・再生品、再生利用可能な商品、詰め替え商品、繰り返し使用できる商品の選択に努めます。 

・不用品交換情報やリサイクルショップ、フリーマーケット等を活用して再利用に努めます。 

・修理や修繕により、製品の長期間の使用に努めます。 

・ごみの分別に努めるとともに、店頭回収や地域における資源物回収等への参加・協力を通

じてリサイクルに努めます。 

・マイバッグやマイボトルの活用等によるプラスチック製品の購入や使用の削減に努めま

す。 

・食べ物を残さないことや食材を無駄にしない調理を行うなど、食品ロス＊の削減に努めま

す。 

・廃棄物に関連する講座や学習活動への参加に努めます。 

 

 

事業者の取組 

・ごみの発生を抑制し、再生利用を促進することによりごみを減量するとともに、排出した

ごみは適正に処理します。 

・マイボトルの活用や簡易包装の推進等により、プラスチック製品の購入や使用の削減に努

めます。 

・修理や修繕により、製品の長期間の使用に努めます。 

・再生資源の素材・材料やリサイクル製品等を優先的に使用するように努めます。 

・再生品の適切な表示や情報提供を行い、再生品・エコマーク商品等の販売促進に努めます。 

・リサイクル製品等のグリーン購入＊の積極的な実施に努めます。 

・耐久性の高い製品や再使用しやすい製品の製造・販売を検討します。 

・リターナブル容器＊の利用や回収を促進し、使い捨て容器の使用抑制に努めます。 

・修理・修繕体制や自主回収システムの整備を検討します。 

・事業活動を通じて発生する食品ロス＊の削減に努めます。 
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◆◆◆食品ロス＊を減らそう◆◆◆ 

廃棄物のうち、食べられるのに捨てられてしまうものを「食品ロス」といいます。 

日本における食品廃棄物など 2,372 万トンのうち、「食品ロス」は 522 万トンであり、国

民 1 人 1 日当たりに換算すると「お茶碗約 1 杯分（約 113g）の食べもの」になります。 

一人ひとりが「もったいない」を意識して、買い物・調理など日頃の生活を見直してみま

しょう。 

出典：消費者庁作成 「食品ロス削減啓発三角 POP」 
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第６章 気候変動＊への適応策＊（島本町地域気候変動適応計画） 

 １  気候変動への適応とは 

気候変動により懸念される影響は、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス＊の排出削減と

吸収対策を最大限実施したとしても完全に避けることはできないため、気候変動によりすでに

生じている影響や将来予測される影響に対して、被害の防止や軽減を図る「適応」が必要とさ

れています。 

平成30（2018）年に気候変動適応法＊が施行されたことで、適応策＊の法的位置づけが明確

化され、国・地方公共団体・事業者・国民が連携・協力して適応策を推進するための法的仕組

みが整備されました。気候変動適応法第 12条では、都道府県及び市町村において地域気候変

動適応計画の策定が努力義務とされ、自然的、経済的、社会的状況に応じた気候変動への「適

応策」が求められています。 

国では、令和3（2021）年度に新たな「気候変動適応計画＊」を閣議決定しました。気候変

動の影響による被害を防止または軽減するため、各主体の役割や、あらゆる施策に適応を組み

込むことなど、7つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適応に関する取組を網羅的に示し

ています。 

本計画では、適応策を講じていくにあたって、国の「気候変動影響評価報告書」を活用して、

気候変動における影響の現状と将来予測される影響の整理や気候変動における影響評価を行

い、その課題に対して地域の特性に応じた適応策を推進します。 
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 ２  気候変動＊による影響評価 

（1）気候変動による影響 

国の気候変動影響評価報告書では、科学的知見に基づき「農業・林業・水産業」「水環境・水

資源」「自然生態系」「自然災害・沿岸域」「健康」「産業・経済活動」「国民生活・都市生活」の

7 つの分野を対象として、「重大性」「緊急性」「確信度」の 3 つの観点から気候変動が与えう

る影響について評価しています。 

国の気候変動による影響評価の結果を踏まえ、本町において気候変動による影響が既に生じ

ている、又は本町の特徴を踏まえ重要と考えられる分野・項目について、整理しました。さら

に、「重大性」が「特に大きい」と評価され、かつ「緊急性」が「高い」と評価された項目を中

心に、本町の自然的、経済的、社会的な状況や後述する住民・事業者アンケート調査結果等も

考慮して、本町独自の評価を行いました。 

なお、選定しなかった項目についても、最新の知見の収集と将来の影響等の把握に努め、今

後必要となる取組について検討していきます。 

 

◆気候変動の影響評価（1） 

分野 大項目 小項目 
国の評価 町の 

評価 重大性 緊急性 確信度 

農業 農業 

水稲 ○ ○ ○ ○ 

野菜等 ◇ ○ △ △ 

果樹 ○ ○ ○ □ 

麦・大豆・飼料作物等 ○ △ △ □ 

病害虫・雑草等 ○ ○ ○ ○ 

農業生産基盤 ○ ○ ○ ○ 

食糧需給 ◇ △ ○ － 

水環境・ 

水資源 

水環境 河川 ◇ △ □ ○ 

水資源 

水供給（地表水） ○ ○ ○ 
○ 

水供給（地下水） ○ △ △ 

水需要 ◇ △ △ － 

自然 

生態系 

陸域生態系 

自然林・二次林 ○ ○ ○ ○ 

里地・里山生態系 ◇ ○ □ ○ 

人工林 ○ ○ △ △ 

野生鳥獣の影響 ○ ○ □ － 

物質収支 ○ △ △ － 

淡水生態系 河川 ○ △ □ ○ 

その他 

生物季節＊ ◇ ○ ○ ○ 

分布・個体群の移動（在来種） ○ ○ ○ 
○ 

分布・個体群の移動（外来種） ○ ○ △ 

※凡例は以下の通りです。 

 【重大性】〇：特に大きい、◇：影響が認められる、－：現状では評価できない 

 【緊急性】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 

 【確信度】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 

 【町の評価】〇：影響が大きい、△：影響が中程度、□：影響が認められる、－：現状では評価できない  
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◆気候変動の影響評価（2） 

分野 大項目 小項目 
国の評価 町の 

評価 重大性 緊急性 確信度 

自然 

災害 

河川 
洪水 ○ ○ ○ ○ 

内水 ○ ○ ○ ○ 

山地 土石流・地すべり等 ○ ○ ○ ○ 

その他 強風等 ○ ○ △ ○ 

健康 

暑熱 
死亡リスク等 ○ ○ ○ 

○ 
熱中症等 ○ ○ ○ 

感染症 

水系・食品媒介性感染症 ◇ △ △ 

△ 節足動物媒介感染症 ○ ○ △ 

その他の感染症 ◇ □ □ 

その他 

温暖化と大気汚染の複合影響 ◇ △ △ － 

脆弱性が高い集団への影響（高

齢者・小児・基礎疾患有病者

等） 

○ ○ △ ○ 

その他の健康影響 ◇ △ △ － 

産業・ 

経済 

活動 

製造業 
製造業 ◇ □ □ 

□ 
食品製造業 ○ △ △ 

エネルギー エネルギー供給 ◇ □ △ □ 

商業 
商業 ◇ □ □ 

□ 
小売業 ◇ △ △ 

金融・保険 ○ △ △ □ 

観光業 
レジャー ◇ △ ○ 

□ 
自然資源を活用したレジャー等 ○ △ ○ 

建設業 ○ ○ □ □ 

医療 ◇ △ □ □ 

その他 その他の影響（海外影響等） ◇ □ △ □ 

住民 

生活・ 

都市 

生活 

都市インフラ、 

ライフライン等 
水道、交通等 ○ ○ ○ ○ 

文化・歴史など

を感じる暮らし 

生物季節＊、伝統

行事・地場産業等 

生物季節 ◇ ○ ○ △ 

伝統、地場 － ○ △ － 

その他 暑熱による生活への影響等 ○ ○ ○ ○ 

※凡例は以下の通りです。 

 【重大性】〇：特に大きい、◇：影響が認められる、－：現状では評価できない 

 【緊急性】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 

 【確信度】〇：高い、△：中程度、□：低い、－：現状では評価できない 

 【町の評価】〇：影響が大きい、△：影響が中程度、□：影響が認められる、－：現状では評価できない 
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（2）気候変動＊による本町への影響（アンケート調査結果より） 

住民・事業所アンケート調査の結果より、地球温暖化＊による気候変動において影響が出て

いると感じること（住民）及び町が取り組むべき分野（事業所）ともに大雨・台風・洪水など

に対する「水害」が最も多く、80％を超えていました。その他、感じられる影響としては、「農

作物への被害」が、取り組むべき分野については「水資源・水環境の保全」が挙げられました。 

 

◆気候変動による影響として感じること（住民アンケート） 

 

 

◆町が取り組むべき分野（事業所アンケート） 

  

大雨や短時間強雨の増加による洪水等の水害や

土砂災害の増加

気温の上昇や強い日射による農作物への被害

台風の大型化による台風被害の激甚化

熱中症搬送者数の増加

海水温の上昇による漁獲量の減少

大規模災害によるインフラ・ライフライン等への影響

野生鳥獣による農林業被害の増加

その他

82 

53 

48 

34 

31 

29 

6 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)

水害対策（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害など）

水資源・水環境の保全（渇水対策、水質保全な

ど）

産業・経済活動対策（工場や観光産業に対する影

響の対策など）

住民生活全般の対策（家屋、交通、ヒートアイラン

ド＊対策など）

健康対策（熱中症やデング熱等の感染症への対策

など）

自然生態系の保全（外来種の増加や在来種への

影響などの生物多様性＊の維持など）

食料の供給（米や野菜等の品質低下等に対する

栽培技術の支援など）

その他

89

45

28

28

23

20

17

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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アンケート調査の結果より、本町において、今後重点的に対策していく必要があるとされて

いる項目について、回答割合が多かった項目を抽出しました。これらの項目については、特に

重点的に適応策＊の取組を進めます。 

 

◆アンケート調査結果における気候変動＊による影響の評価 

項目 現在の状況 
住民 

（重大性） 

事業所 

（緊急性） 

農業 農業 

水稲 品質の低下、収量の減少 ○ － 

野菜等 生育障害の発生頻度の増加等 ○ － 

大豆、小豆、飼料

作物等 
収量の減少 ○ － 

水環境・

水資源 

水環境 河川 水温上昇に伴う水質変化 － ○ 

水資源 
水供給（地表水） 給水制限の実施 

渇水による用水等への影響 
－ ○ 

水供給（地下水） 

自然 

災害 

河川 
洪水 大雨（洪水） ○ ○ 

内水 内水 ○ ○ 

その他 強風等 強風発生 ○ ○ 

健康 暑熱 

死亡リスク 気温の上昇による体調悪化 ○ － 

熱中症 熱中症等 ○ － 

生活への影響等 健康被害 ○ － 

住民 

生活・ 

都市 

生活 

都市インフラ、

ライフライン等 
水道、交通等 

渇水、洪水等による水道インフ

ラへの影響 

豪雨や台風による高速道路等

の切土砂面への影響 

○ ○ 

※住民：「気候変動による影響への所感」を重大性の結果として示しています。 

※事業者：「気候変動による影響への所感・町に求める重点対策」を緊急性の結果として示しています。 
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 ３  気候変動＊の影響に対する適応策 

基本方針５   気候変動対策の推進 

気候変動を抑えるためには、緩和が最も必要かつ重要な対策です。しかし、最大限の排出削

減努力を行っても、避けられない気候変動の影響に対しては、その被害を軽減し、よりよい生

活ができるようにしていくこと（適応）が重要です。 

島本町において、すでに起きている、または今後予測される気候変動による影響を回避・軽

減するための適応策＊を推進します。 

なお、気候変動による影響については、最新の科学的な知見等の把握に努め、適宜対策を講

じていくこととします。 

 

 

町の取組 

 ① 分野別の取組の推進 

ア 農業 

・日照不足、高温等の気象条件や自然災害に対する管理、対策、病害虫発生情報などについ

て、農業者へ周知します。 

・気候変動の影響による農作物被害を回避・軽減するための情報収集に努めます。 

・都市農業が持つ防災空間としての機能を発揮するため、水路の整備を推進します。 

 

イ 水環境・水資源 

・森林の水源涵養機能＊が適切に発揮されるように、森林の整備・保全を推進するとともに、

森林整備に必要な林道等の適切な維持管理に努めます。 

・気候の変動により河川水質に変化が生じる可能性があるため、河川などの水質検査を継続

します。 

・災害時や異常渇水時において必要な生活用水等を確保するため、雨水・地下水等を有効活

用します。 

 

ウ 自然生態系 

・野生動植物の分布、生息・生育環境などに関する各種調査や情報の収集を行い、重要種や

在来種の野生生物の保護や生息環境の保全等を検討します。 

・外来生物＊の定着に関する情報収集に努めるとともに、外来生物の防除に関する啓発を行

います。 

・ウェブサイトや各種広報、小冊子などにより、外来生物に関する正しい知識を普及啓発し

ます。 
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エ 自然災害・沿岸域 

・被害を最小限に抑え、速やかに回復できるよう防災・減災対策を実施するとともに、地域

における防災力を強化し、充実させます。 

・広報、防災ハザードマップ＊、講座などを通じて、災害に備えるためのわかりやすい情報

提供や啓発を行います。 

・関係機関や事業者などとの協定を締結し、災害時に不足する人手や物資の確保に努めます。 

・自主防災組織の育成やボランティアとの連携など、住民主体の防災活動を支援し、地域の

防災力の向上を図ります。 

・グリーンインフラ＊を構築する手法の一つであるEco-DRR＊（生態系を活用した防災・減

災）の考え方を広めます。 

 

オ 健康 

・熱中症対策について、広報誌への掲載や地域住民への健康教育等により、情報提供を行い

ます。 

・感染症について、情報収集を行うとともに、大阪府と連携のもと感染症医療提供体制の確

保に努めます。 

・感染症等の発生と流行を未然に防止するため、防疫・保健衛生、食品衛生、監視体制等を

強化し、被害の程度に応じ迅速適切に防疫ができるよう、活動方法・内容に習熟します。 

・気温の上昇と感染症の発生リスクの変化について情報収集及び提供を行います。 

・大気環境の汚染物質の測定を継続するとともに、光化学スモッグ発生時には注意報発令す

るなど、被害の未然防止に努めます。 

 

カ 産業・経済活動 

・町内の観光資源を活用したクールスポット＊の設定と情報発信を推進します。 

・気温上昇等による観光への影響について情報収集に努めるとともに、関係団体との協働に

より、気候の変化に適応した観光商品の開発やイベント開催方法等を検討し、地域観光振

興を推進します。 

 

キ 住民生活 

・エネルギーの供給源の多様化などの視点から、地域における再生可能エネルギー＊等の自

立・分散型エネルギーの導入を推進します。 

・停電時や災害時にも活用が期待される太陽光発電＊システム及び蓄電池＊システム設置の

支援を検討します。 

・大規模開発時にはヒートアイランド＊現象の緩和につながるよう、緑の適切な配置につい

て指導します。 

・節水効果や災害時等の非常用水、ヒートアイランド対策として活用できる雨水貯留槽の設

置を検討します。 
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・道路整備に伴う街路樹等の設置に努めるとともに、街路樹の適正な管理を行うことで、ヒ

ートアイランド＊対策を推進します。 

 

 

住民の取組 

・気候変動＊による影響やリスクについて正しい情報を収集します。 

・見慣れない生物などの外来生物＊を発見した場合や身近な生物季節＊や生態系などの変化

について町へ情報提供を行います。 

・災害情報を収集できる環境を整えます。 

・ハザードマップ＊などを活用し、災害発生時の行動を確認します。 

・暑い日には室内・屋外を問わず、こまめに水分・塩分を補給するなど、熱中症対策を実施

します。 

・熱中症警戒アラート＊の活用など、熱中症について情報収集を行います。 

・感染症について情報収集を行い、予防に努めます。 

・緑のカーテン＊などの緑化や住宅の断熱化などを行い、室内環境の改善に努めます。 

・ヒートアイランド対策として、打ち水等を実施します。 

 

 

事業者の取組 

・気候変動が事業活動に与える影響を把握し、企業としての適応策＊を検討します。 

・見慣れない生物などの外来生物を発見した場合や身近な生物季節や生態系などの変化に

ついて町へ情報提供を行います。 

・自然災害発生時に建物の破壊・破損や倒木などが起こらないように点検などに努めます。 

・熱中症警戒アラートの活用など、熱中症について情報収集を行い、事業活動中の熱中症対

策を実施します。 

・感染症について情報収集を行い、予防に努めます。 

・屋上や壁面などの緑化や建物の断熱化などを行い、室内環境の改善に努めます。 

・自社の井戸などの水質調査や水質改善・保全を実施します。 

・商業施設などで、街中のクールスポット＊創出に協力します。 
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第７章 計画の推進体制・進行管理 

 １  推進体制 

本計画を推進していくためには、住民・事業者・行政の各主体がそれぞれの責任と役割を認識

し自主的に取組を進めるとともに、各主体が地球温暖化＊対策に関する情報を共有し、連携して取

り組んでいく必要があります。 

本計画の着実な進行を図るために、以下の推進体制を整えます。 

 

（1）庁内の推進体制 

本町では「島本町地球温暖化対策推進委員会」を設置しており、本計画で示した 5 つの基

本方針に基づく施策を実現していくため、本委員会を活用し、総合的かつ計画的に地球温暖

化対策を推進していきます。 

 

（2）国、大阪府等との連携 

地球温暖化は、島本町だけで解決できる問題ではありません。広域的な視点に立って国、

大阪府との関係をさらに強めるとともに、近隣市町村と連携して進めていきます。 

 

（3）住民・事業者・町との連携 

島本町環境基本計画にあるように、本町では住民と事業者、特に住民が主体となって実践

活動を行い、環境基本計画を進めるための団体として、「しまもと環境・未来ネット」が設立

されています。本計画も、このしまもと環境・未来ネットと協働して推進していきます。 

 

（4）情報公開 

住民・事業者と情報を共有するため、地球温暖化対策に関する情報や本計画の実施状況な

ど、広報誌、町のホームページ等により情報を公開します。 

 

◆計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

島本町 

 

 

事務局：環境課 

島本町地球温暖化対策 
推進委員会 

しまもと環境・未来ネット 

住民 事業者 

国・府 

近隣市町村等 

島本町 

環境保全審議会 

参加・協力 

情報提供、協力・支援 

情報提供、 

協力・支援 

情報提供、 

協力・支援 
協働 

連携 

報告 

助言・提言 
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 ２  進捗管理 

（1）PDCAサイクル＊による進捗管理 

本計画の推進にあたっては、PDCA サイクル＊により進行管理を実施します。Plan（計画の策

定）、Do（施策の実行）、Check（評価）、Act（改善・見直し）の一連の流れを繰り返すことで、

施策や事業の実施状況を継続的に改善しながら効果的な温室効果ガス＊の削減を目指します。 

 

 

◆PDCAサイクル 

 
（2）点検・評価・公表 

本計画の確実な推進のために、計画策定後の町内の温室効果ガス排出量について、統計資

料等を用いて毎年度推計するとともに、排出量の要因分析を行うなど、計画の進捗状況を把

握します。 

また、本計画に基づく取組の進捗状況については、本町のホームページ等で公表します。 

Act（改善・見直し） 

・地球温暖化対策実行計画の見直し 

・関連計画、施策内容の見直し 

・新規・施策の検討 

・社会情勢の変化を踏まえた削減目標 

の見直し  等 

Plan（計画の策定） 

・地球温暖化対策実行計画の策定 

・施策の立案 

・温室効果ガス削減目標の設定  等 

Check（評価） 

・計画に定めた施策の進捗状況の確認 

・温室効果ガス削減量の確認  等 

Do（施策の実行） 

・計画に定めた施策の推進 

・普及、啓発の実施 

・各主体の自主的取組の推進  等 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

資  料  編 
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 １  アンケート調査結果 

（1）調査概要 

◆アンケートの概要 

項 目 住民アンケート 事業所アンケート 

対象 
住民 
3,000 人 
※16 歳以上の住民から無作為に抽出 

事業所 
100 事業所 
町内事業者から無作為に抽出 

調査方法 
直接郵送法 
（回答は郵送またはWEB を選択） 

直接郵送法 

調査項目 
・属性 
・地球温暖化に対する関心・取組について 

・属性 
・地球温暖化に対する関心・取組について 

調査期間 
2022 年 9 月 7日（水）～2022 年 9 月 27 日（火） 
※調査期間終了後も、一定期間回答を受け付けた。 

回収数 1,710 人（57.0％） 65 事業所（65.0％） 

 

（2）調査結果（住民） 

【回答者の属性】 

年代                 居住地区 

  
 

居住形態                 家族構成 
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【島本町の取組（施策）への満足度・重要度】 

満足度 

 

重要度 

  

省エネルギーの取組

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入に関する支援制度の

充実

ごみを減らし、できるだけリサイクルする取

組

ごみがルールどおりに出されるようにするた

めの取組

監視や指導による不法投棄の防止

環境の状況や施策に関する町からの情報提供

学校・地域での環境学習

環境に関する講座・観察会

環境保全のために活動している住民団体など

への支援

周囲の山々や森林の保全

緑豊かな公園や街路樹の整備

森林・緑

地の保全

地球温暖

化対策

ごみの

減量化と
リサイク

ル

環境保全

活動

1 

1 

1 

7 

13 

5 

5 

4 

2 

2 

5 

7 

12 

8 

6 

34 

42 

20 

24 

18 

12 

11 

23 

31 

64 

60 

61 

37 

27 

45 

46 

60 

65 

67 

42 

29 

12 

16 

16 

13 

11 

18 

15 

9 

12 

10 

17 

19 

7 

10 

11 

5 

4 

8 

6 

4 

4 

4 

9 

11 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

4 

6 

5 

6 

4 

3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

（回答者数：1710人)

省エネルギーの取組

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入に関する支援制度の

充実

ごみを減らし、できるだけリサイクルする取

組

ごみがルールどおりに出されるようにするた

めの取組

監視や指導による不法投棄の防止

環境の状況や施策に関する町からの情報提供

学校・地域での環境学習

環境に関する講座・観察会

環境保全のために活動している住民団体など

への支援

周囲の山々や森林の保全

緑豊かな公園や街路樹の整備

森林・緑

地の保全

地球温暖

化対策

ごみの

減量化と
リサイク

ル

環境保全

活動

53 

51 

46 

56 

54 

52 

36 

42 

28 

31 

56 

57 

26 

26 

26 

27 

28 

27 

38 

32 

34 

31 

26 

26 

10 

12 

15 

7 

8 

11 

15 

15 

26 

25 

8 

8 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

0

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

8 

9 

9 

9 

8 

8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 無回答

（回答者数：1710人)
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満足度と重要度の関係 

 

 

  

省エネルギーの取組

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入に関する支援制度の充実

ごみを減らし、できるだけリサイクルする取組

ごみがルールどおりに出されるようにする取組

監視や指導による不法投棄の防止

環境の状況や施策に関する町からの情報提供

学校・地域での環境学習

環境に関する講座・観察会

環境保全のために活動している住民団体などへの支援

周囲の山々や森林の保全

緑豊かな公園や街路樹の整備

32

33

34

ごみの

減量化と
リサイクル

森林・緑地

の保全

地球温暖

化対策

環境保全

活動

1

2

3

4

5

12345
重

要
度 満足度

省エネルギーの取組

再生可能エネルギーの導入

再生可能エネルギー導入に関する支援制度の充実

ごみを減らし、できるだけリサイクルする取組

ごみがルールどおりに出されるようにする取組

監視や指導による不法投棄の防止

環境の状況や施策に関する町からの情報提供

学校・地域での環境学習

環境に関する講座・観察会

環境保全のために活動している住民団体などへの支援

周囲の山々や森林の保全

緑豊かな公園や街路樹の整備

重
要←

→

重
要
で
な
い

→満足不満←

省エネルギーの取

組

再生可能エネル

ギーの導入

再生可能エネルギー導

入に関する支援制度の
充実

ごみを減らし、できるだけリサ

イクルする取組

ごみがルールどおりに

出されるようにする取

組

監視や指導による不法

投棄の防止

環境の状況や施策に関する町

からの情報提供

学校・地域での環境学習

環境に関する講

座・観察会

周囲の山々や森林の

保全
緑豊かな公園や街路

樹の整備

環境保全のために活動している

住民団体などへの支援

1

1.5

2

2.5
22.533.5

重
要

度

満足度

重
要←

→

重
要
で
な
い

→満足不満←

（回答者数：1710人)
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【日ごろ行っている地球温暖化対策の取組について】 

 

  

買い物に行くときは、マイバッグを使用して

いる

不要な照明は消灯している

冷蔵庫は壁から適切な間隔をあけて設置して

いる

テレビを見ていない時は消している

シャワーを流しっぱなしにせず、使用時間を

短くしている

近距離の移動はなるべく徒歩や自転車を使っ

ている

エアコンの温度調節をこまめにしている

ガスコンロの火は、なべ底からはみ出さない

よう調節している

温水洗浄便座の温度設定を低めにしている

炊飯器や電気ポットの保温時間はなるべく短

くしている

風呂は、間隔をあけずに入るようにしている

（追い炊きをしないようにしている）

冷蔵庫の扉の開閉回数・開閉時間を短くして

いる

運転する時は、エコドライブを心がけている

（急発進、急加速をしないようにしている）

駐停車をするときは、エンジンを切っている

冷蔵庫内に物を詰め込みすぎないようにして

いる

エアコンのフィルター掃除をしている

IHクッキングヒーターはなべ部底の水滴をよ

くふき取ってから使用している

電気製品を使わないときは、コンセントから

プラグを抜いている

季節に合わせて冷蔵庫内の温度を調節してい

る

地元で作られた食材を購入している

84 

74 

70 

69 

63 

61 

60 

60 

55 

54 

47 

43 

43 

40 

37 

32 

28 

21 

17 

12 

10 

21 

12 

24 

25 

21 

30 

17 

17 

19 

28 

35 

17 

18 

37 

50 

7 

34 

25 

43 

2 

3 

11 

4 

7 

7 

4 

5 

8 

12 

14 

16 

4 

5 

19 

13 

6 

24 

38 

33 

2 

1 

5 

1 

3 

5 

3 

2 

3 

5 

7 

4 

1 

3 

5 

1 

1 

19 

16 

7 

1 

0 

1 

1 

4 

1 

12 

15 

8 

3 

28 

28 

1 

1 

50 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

2 

2 

2 

2 

6 

7 

1 

2 

8 

1 

2 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

いつもしている ときどきしている

現在はしていないが今後はしたい 現在はしていないし今後もしたくない

機器を持っていない・使用していない 無回答 （回答者数：1710人)
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【地球温暖化対策の取組を実施するために支障があると感じること】 

 

 

【家庭での電気・ガス・水道・車のガソリンなどのエネルギー使用量について】 

 

  

環境にやさしい商品、製品の購入費用が高い

取組んだ成果が実感できない

手間がかかる

何をどのように取り組めば良いのかわからな
い

取組みを継続することが難しい

取組みに対しての優遇措置（助成金等）が少
ない

取組まない場合でも、負担・規制・罰則など
がないため、取り組む必要がない

行うきっかけがない

今の生活が快適なので、変えたくない

その他

特に支障があると感じることはない

55 

42 

31 

28 

27 

24 

11 

11 

9 

4 

18 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)
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【電力会社変更の有無について】 

変更の有無             変更した理由 

 

 

【省エネルギー・再生可能エネルギー関連機器の導入意向について】 

  

電気照明のLED電球への買い替え

省エネ家電への買い替え（テレビ、冷蔵

庫、エアコン等）

高効率給湯器（エコキュート、エコジョー

ズ等）

住宅の断熱化（二重サッシ、 遮蔽しゃへい

フィルム など）

次世代自動車 7の購入

太陽光発電設備

家庭用燃料電池（エネファーム）

省エネナビ、HEMSなどの家庭での消費電力

等を即時に目で見て確認できる機器

太陽熱利用システム

家庭用蓄電池

既存住宅の ZEH化

V２H（車に蓄えた電気を 家庭で使う仕組

み）

薪ストーブ、木質ペレットストーブ

62 

31 

20 

20 

9 

6 

5 

5 

2 

2 

1 

1 

0 

5 

7 

1 

1 

3 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

19 

38 

17 

20 

26 

10 

14 

19 

10 

22 

8 

17 

5 

7 

17 

54 

44 

50 

76 

71 

64 

78 

66 

75 

66 

79 

6 

8 

9 

14 

12 

8 

10 

11 

10 

10 

16 

16 

15 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

利用している 5年以内に導入する予定である 今後導入を考えたい

導入する予定はない・できない 無回答
（回答者数：1710人)
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「導入する予定はない・できない」理由 

 

 

次世代自動車を「利用している」「5年以内に導入する予定である」と答えた方のその種類 

 

  

太陽光発電設備

太陽熱利用システム

既存住宅のZEH化

家庭用燃料電池（エネファーム）

高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ
等）

家庭用蓄電池

住宅の断熱化（二重サッシ、 遮蔽しゃへい
フィルム など）

省エネ家電への買い替え（テレビ、冷蔵庫、
エアコン等）

薪ストーブ、木質ペレットストーブ

省エネナビ、HEMSなどの家庭での消費電力等
を即時に目で見て確認できる機器

V２H（車に蓄えた電気を 家庭で使う仕組
み）

次世代自動車の購入

電気照明のLED電球への買い替え

36 

32 

31 

33 

32 

34 

35 

46 

21 

30 

29 

35 

34 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

11 

11 

20 

17 

12 

11 

14 

7 

9 

11 

9 

9 

10 

6 

3 

7 

9 

8 

2 

8 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

8 

6 

6 

6 

7 

10 

5 

5 

9 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

費用がかかるから 自分だけ取り組んでも仕方がないから

取り組む必要性を感じないから どうすればよいかわからないから

きっかけがないから 特に理由はない

ハイブリッド 自動車

電気自動車

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車

燃料電池自動車

その他

68 

16 

7 

1 

0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：199人)
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【「気候変動の影響への適応」の認知度について】 

 

 

【気候変動による影響として感じていること（3つまで）】 

 

 

【家庭で所有している自動車について（複数回答可）】 

  

大雨や短時間強雨の増加による洪水等の水害
や土砂災害の増加

気温の上昇や強い日射による農作物への被害

台風の大型化による台風被害の激甚化

熱中症搬送者数の増加

海水温の上昇による漁獲量の減少

大規模災害によるインフラ・ライフライン等
への影響

野生鳥獣による農林業被害の増加

その他

82 

53 

48 

34 

31 

29 

6 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)

自家用車（ガソリンを使用するもので、電気自動車、ハイブリッド自動
車、プラグインハイブリッド自動車は含まない ）を所有している

自動車は所有していない

電気自動自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車
を所有している

二輪車（ガソリンを使用するもの）を所有している

自家用車（軽油を使用するもので、電気自動車、ハイブリッド自動車、
プラグインハイブリッド自動車は含まない ）を所有している

その他

56 

25 

14 

12 

3 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)
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【自動車に代わる移動手段として利用したい、整備を希望するもの（3つまで）】 

 

 

【地球温暖化問題に関する情報源について（3つまで）】 

 

 

  

鉄道や路線バスなどの公共交通機関

地域コミュニティバス

電動アシスト自転車

タクシー

デマンド型乗合タクシー

超小型モビリティ

特に自動車を代替する移動手段はない

シニアカー（電動カート）

その他

71 

40 

39 

27 

18 

10 

6 

5 

4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)

テレビ・ラジオ

新聞・雑誌・書籍

インターネット

国・府 ・ 町 などの 広報 誌

SNS Facebook等）

家族との会話

友人との会話

学校を通じて

地域活動を通じて

その他

82 

55 

51 

26 

8 

8 

7 

4 

3 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答者数：1710人)



資料-10 

（3）調査結果（事業所） 

【回答者の属性】 

業種                      従業員数（事業所） 

   

 

従業員数（全社）              事業所形態（主なものを1つ） 

       

 

入居形態 
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【環境に関する経営方針や管理手法の導入について】 

 

 

【事業所内でのエネルギー使用量について】 

 

 

  

自主的な環境管理計画（環境に配慮した原材料、物

品、サービスなどの購入ガイドライン）の策定

環境担当部門や担当者の配置

環境に関する内部監査の実施

環境報告書の作成

ISO14001の認証取得

エコアクション21の認証取得

その他の環境マネジメントシステムの導入

その他

15 

14 

14 

12 

11 

5 

2 

2 

5 

6 

3 

3 

2 

2 

3 

9 

8 

5 

6 

3 

2 

11 

2 

49 

57 

57 

57 

56 

56 

51 

14 

8 

14 

14 

20 

28 

25 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

97 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

既に実施している 今後、実施したい 現在、検討中である 実施の予定はない どのようなものか

知らない

無回答

（回答数：65事業所)
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【日ごろ行っている地球温暖化対策の取組について】 

  

クールビズ・ウォームビズを励行している

冷暖房の時間短縮や設定温度の調節をこまめ

に行っている

昼休み等、不要なときは電気を消灯している

パソコンやコピー機等は省エネモードに設定し、不要時（未

使用時、休日等）には電源を切っている

省エネのため製造工程や製造ラインを改善し

ている

グリーン購入を行っている

コピー用紙の使用量を減らしている(両面コ

ピー・裏紙の利用等)

販売時の容器や包装の抑制、リサイクルに取

り組んでいる

事業活動から出る廃棄物の削減に取り組んで

いる

運送用資材（箱、緩衝材、パレット等）の回

収や再利用を実施している

雨水や一時使用した水を再利用している

従業員のマイカー通勤は自粛させている

（ノーマイカーデー設定）

不必要なアイドリングをやめるよう徹底して

いる
次世代自動車（電気自動車・ハイブリッド自動車・プラグイ

ンハイブリッド自動車・燃料電池自動車、クリーンディーゼ

ル自動車）を導入している

省エネのための効率的な輸配送システムがあ

る

事業所内や周辺地域の緑化に努めている

環境保全に関する従業員研修を実施している

事業所周辺や道路の清掃など地域活動へ参加

している

自社製品やサービスにおいて環境配慮内容を

明示している

在宅勤務やリモート会議等を導入している

55 

54 

49 

60 

6 

22 

57 

37 

52 

31 

8 

17 

38 

11 

6 

20 

5 

25 

9 

10 

12 

37 

23 

26 

20 

20 

31 

23 

28 

17 

6 

5 

18 

11 

3 

28 

12 

40 

6 

21 

17 

9 

11 

6 

6 

28 

2 

8 

12 

5 

18 

8 

20 

48 

14 

25 

32 

14 

32 

10 

8 

0 

12 

6 

3 

23 

8 

6 

6 

2 

28 

29 

3 

9 

5 

22 

40 

17 

35 

13 

0 

0 

0 

0 

55 

0 

0 

23 

0 

42 

40 

38 

17 

20 

66 

0 

0 

0 

0 

44 

8 

0 

5 

2 

9 

8 

3 

3 

2 

5 

0 

3 

3 

2 

6 

6 

11 

5 

17 

3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

いつも行っている ときどき行っている 行っていないが

今後行いたい

今後も行わない、

または行っていない

該当しない 無回答

（回答数：65事業所)
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【地球温暖化対策の取組を実施するために支障があると感じること】 

 

 

  

環境にやさしい商品、製品の購入費用が高い

何をどのように取り組めば良いのかわからない

手間がかかる

特に支障があると感じることはない

取組を持続することが難しい

取組に対しての優遇措置（助成金等）が少ない

取り組んだ成果が実感できない

自社だけ取り組んでも仕方がないと思う

行うきっかけがない

表彰、認証制度がない

取り組まない場合でも、負担・規制・罰則などが

ないため取り組む必要がない

その他

42 

37 

28 

28 

26 

23 

22 

9 

9 

8 

5 

9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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【カーボンニュートラルに取り組む意識について】 

 

 

【カーボンニュートラルを達成する上での対策について】 

 

 

  

特に考えていない

省エネ診断によりエネルギー使用量やCO2排出量の可視化

する

温室効果ガス排出量を減らすための省エネを推進する計

画を策定する

在宅勤務、リモート会議等の働き方改革により温室効果

ガスの排出を抑制する

生産プロセス等における省エネの推進によるエネルギー

消費量の低減を促進する

植林等により吸収源拡大に向けた取組を行う

自家発電設備やPPAモデルの導入、ゼロカーボン電力（再

エネ電力）の購入による電力の脱炭素化を促進する

脱炭素化等の技術研究を進め、イノベーションを起こす

ESCO事業による省エネ技術の導入

その他

43 

20 

18 

18 

9 

9 

8 

3 

2 

5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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【省エネルギー等を考慮した設備などの導入について】 

 

 

  

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

風力発電システム

コージェネレーションシステム

高性能ボイラーやモーター

ヒートポンプ、潜熱回収、ガスエンジンな

どの高効率空調

省エネナビ

BEMS（ビルエネルギーマネジメントシス

テム）

断熱材・ペアガラス

LED照明などの高効率照明

屋上緑化・壁面緑化

次世代自動車（電気自動車・ハイブリッド

自動車・プラグインハイブリッド車・燃料

薪ストーブ 、薪ボイラー

その他

11 

2 

6 

3 

3 

2 

9 

55 

2 

18 

2 

2 

3 

5 

2 

5 

28 

17 

12 

26 

15 

18 

23 

17 

32 

25 

25 

42 

14 

52 

71 

75 

55 

62 

62 

62 

68 

42 

11 

60 

22 

75 

9 

12 

12 

17 

15 

15 

12 

14 

14 

5 

12 

14 

11 

100 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

回答割合

すでに導入

している

今後、導入する

予定がある

今後、導入

してみたい

導入する

予定はない

無回答

（回答数：65事業所）
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「導入する予定はない」理由 

 

 

 

  

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

風力発電システム

コージェネレーションシステム

高性能ボイラーやモーター

ヒートポンプ、潜熱回収、ガスエンジンなど

の高効率空調

省エネナビ

BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステ

ム）

断熱材・ペアガラス

LED照明などの高効率照明

屋上緑化・壁面緑化

次世代自動車（電気自動車・ハイブリッド自動車・プラグイ

ンハイブリッド車・燃料電池車・クリーンディーゼル自動

車）

薪ストーブ 、薪ボイラー

44 

33 

29 

19 

20 

25 

25 

30 

33 

29 

18 

29 

6 

3 

9 

15 

14 

14 

20 

20 

20 

7 

15 

15 

7 

22 

3 

11 

12 

17 

18 

15 

15 

18 

7 

14 

8 

8 

4 

2 

3 

3 

2 

4 

7 

4 

26 

22 

22 

28 

25 

25 

25 

27 

26 

29 

23 

14 

29 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

費用がかかるから 自社だけ取り組んでも仕方がないから

取り組む必要性を感じないから どうすればよいかわからないから

きっかけがないから 無回答
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【気候変動による影響を回避・低減する取組（緩和策）について町が取り組むべき分野】 

 

 

【地球温暖化問題に関する情報源】 

 

 

  

水害対策（洪水、ゲリラ豪雨、土砂災害な

ど）

水資源・水環境の保全（渇水対策、水質保全

など）

産業・経済活動対策（工場や観光産業に対す

る影響の対策など）

住民生活全般の対策（家屋、交通、ヒートア

イランド対策など）

健康対策（熱中症やデング熱等の感染症への

対策など）

自然生態系の保全（外来種の増加や在来種へ

の影響などの生物多様性の維持など）

食料の供給（米や野菜等の品質低下等に対す

る栽培技術の支援など）

その他

89 

45 

28 

28 

23 

20 

17 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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【地球温暖化防止のために町に期待している施策について（3つまで）】 

 

  

太陽光発電など再生可能エネルギーを利用し

た設備の導入に関する支援制度を充実する

緑化を推進する

住民に対して環境保全意識の啓発活動を行う

ごみの減量化・リサイクルを推進する

地球環境保全に関する調査・研究を進め、広

く情報提供を行う

温室効果ガスを多く排出する事業者に対し、

排出量の算定や削減目標の設定、対策検討な

どを義務付ける制度の取組を促進する

二酸化炭素（CO2）排出の少ない商品等の認

定、普及を促進する（省エネラベルなど）

環境講座などを開講し、事業所向けの省エネ

対策などについて学習の場を設ける

環境に配慮した行動をとっている事業者に対

し、独自の認証制度・表彰制度を設ける

行政と事業者の協働で新しい環境技術の研究

や実用化を促進する

温暖化防止対策・省エネ対策についての相談

窓口を設ける

ESCO事業、省エネルギー診断などを促進する

事業者による環境自主行動計画などの計画策

定を促進する

事業者によるISO14001・エコアクション21な

どの認証取得を促進する

38 

35 

32 

31 

25 

17 

17 

12 

12 

12 

11 

8 

2 

2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答割合

（回答数：65事業所)
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 ２  用語集

【 あ 】 

エコアクション 21 

中小企業や学校、公共機関向けに環境省が策

定した環境配慮活動を推進するための認証・登

録制度のこと。要求事項や費用などにおいて、

ISO14001 ほどハードルが高くなく、取組やす

くなっている。 

 

エコドライブ 

ゆるやかな発進や一定速度での走行等、車の

燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らすため

の環境に配慮した運転技術や心がけのこと。 

 

温室効果ガス 

大気中の二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）

などのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、

地表を暖める働きがある。これらのガスを温室

効果ガスといい、「地球温暖化対策の推進に関

する法律」では、二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフル

オロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボ

ン類（PFCs）、 六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化

窒素（NF３）の 7物質としている。 

 

【 か 】 

海洋プラスチック汚染 

プラスチック製品がポイ捨てや不適切な処

理により海に流れ、海を汚染し、そこに住む生

き物にも影響を与えていること。 

 

カーシェアリング 

一般に登録を行った会員間で特定の自動車

を共同使用するサービスまたはシステムのこ

と。共有して使うことで、社会全体のクルマの

数を減らし、省エネや二酸化炭素の削減につな

がる。 

カーボン・オフセット 

日常生活や経済活動において避けることが

できない二酸化炭素等の温室効果ガスの排出

について、まずできるだけ排出量が減るよう削

減努力を行い、どうしても排出される温室効果

ガスについて、排出量に見合った温室効果ガス

の削減活動に投資すること等により、排出され

る温室効果ガスを埋め合わせるという考え方

をいう。 

 

カーボンニュートラル 

温室効果ガスの排出量と吸収・除去量が同量

であり、実質的に温室効果ガス排出量がゼロに

なっていることをいう。（⇒正味ゼロ、実質ゼロ

と同義） 

 

外来生物 

人間の意図的・非意図的な活動によって、他

の地域に持ち込まれた生物を指す。従来の生態

系を乱す恐れがあるほか、ヒアリなどのように

人間の健康面に大きな影響を及ぼす生物など

も含まれる。 

 

環境マネジメントシステム 

「Environmental Management System」 

組織や事業者がその運営や経営の中で自主

的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、

環境に関する方針や目標を自ら設定し、これら

の達成に向けて取り組むことを「環境マネジメ

ント」といい、そのための体制・手続きなどの

仕組みを環境マネジメントシステムという。 

 

緩和策 

温室効果ガスの排出量削減と吸収源の対策

により、地球温暖化の進行を食い止めること。 

例として、省エネや再生可能エネルギーなど

の普及による脱炭素化などが挙げられる。 
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気候変動 

地球の大気の組成を変化させる人間活動に

よって直接または間接に引き起こされる気候

変化のことで、自然な気候変動に加えて生じる

ものをいう。 

 

気候変動適応計画 

気候変動適応に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、「気候変動適応法（平成

30 年法律第 50 号）」に基づき、2021（令和 3）

年 10 月に「気候変動適応計画」が閣議決定さ

れた。気候変動適応に関する施策の基本的方向

性や分野別施策、基盤的施策について記載され

ているほか、PDCAサイクルの下で、分野別施

策及び基盤的施策に関する KPI の設定、国・地

方自治体・国民の各レベルで気候変動適応を定

着・浸透させる観点からの指標の設定等による

進捗管理等の実施について記載している。 

 

気候変動適応法 

2018（平成30）年６月に施行された法律で、

気候変動への適応を推進することを目的とし

ている。 

本法では、政府による気候変動適応計画の策

定、環境大臣による気候変動影響評価の実施、

国立研究開発法人国立環境研究所による気候

変動への適応を推進するための業務の実施、地

域気候変動適応センターによる気候変動への

適応に関する情報の収集及び提供等の措置を

実施することが定められている。 

 

業務その他部門 

事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、

他のいずれの部門にも帰属しない業種等が含

まれる。 

 

クールスポット 

屋外空間において人が涼しく（クール）過ご

せる空間・場所（スポット）のこと。例えば、

水辺、森林、公園、公共の建物などがこれにあ

たる。 

 

グリーンインフラ 

自然環境が有する機能を社会における様々

な課題解決に活用する考え方をいう。 

「グリーンインフラ推進戦略」（2019（令和

元）年、国土交通省）によると、グリーンイン

フラとは、社会資本整備や土地利用等のハー

ド・ソフト両面において、自然環境が有する多

様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・

都市・地域づくりを進める取組であるとされて

いる。 

 

グリーン購入 

商品やサービスを購入する際に必要性をよ

く考え、価格や品質だけでなく、環境に与える

影響ができるだけ小さいものを選んで優先的

に購入すること。2001（平成 13）年には国等

によるグリーン調達の促進を定める「国等によ

る環境物品等の調達の推進等に関する法律（グ

リーン購入法）」が施行されている。 

 

現状趨勢ケース（BAU） 

特段の対策のない自然体ケースのことをい

う。 

 

国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議

（COP21） 

気候変動枠組条約締約国会議（COP）とは、

大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる

ことを究極の目的として、1992（平成 4）年に

採択された「気候変動に関する国際連合枠組条

約」に基づき、1995（平成 7）年から毎年開催

されている年次会議のことをいう。2015（平成

27）年に開催された COP21 は、第 21 回目の

年次会議に当たり、「パリ協定」が採択された。 
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【 さ 】 

再生可能エネルギー 

太陽光や太陽熱、中小水力、風力、バイオマ

ス、地熱等、資源が枯渇せず繰り返し使え、発

電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる温

室効果ガスを排出しないエネルギーのこと。 

 

再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

各種自然条件・社会条件を考慮したエネルギ

ーの大きさ（kW）または量（kWh等）のこと。

賦存量（技術的に利用可能なエネルギーの大き

さまたは量。設置可能面積、平均風速、河川流

量等から理論的に算出することができるエネ

ルギー資源量）のうち、エネルギーの採取・利

用に関する種々の制約要因（土地の傾斜、法規

制、土地利用、居住地からの距離等）により利

用できないものを除いた推計時点のエネルギ

ーの大きさ（kW）または量（kWh等）をいう。 

 

最終エネルギー消費量 

エネルギーは、原油、石炭、天然ガス等が生

産され、電気や石油製品等に形を変える発電・

転換部門（発電所、石油精製工場等）を経て消

費されている。この際、発電・転換部門で生じ

るロスまで含めた全てのエネルギー量を「一次

エネルギー供給」といい、最終的に消費者が使

うエネルギー量を「最終エネルギー消費」とい

う。エネルギーが最終消費者に届くまでには発

電や輸送中のロス等が生じるため、一次エネル

ギー供給からこれらの損失を差し引いたもの

が最終エネルギー消費になる。 

 

最適傾斜角 

斜面を真南に向けた場合に最も多くの日射

量が得られる角度をいう。その地域において、

最も太陽から日射量を得られる太陽光パネル

の角度のこと。 

 

次世代自動車 

電気自動車・燃料電池自動車・ハイブリッド

自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然

ガス自動車・クリーンディーゼル自動車を指す。

二酸化炭素や窒素酸化物（NOx）、粒子状物質

（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない、また

は全く排出しない、燃費性能が優れているなど

の環境に配慮した自動車のこと。 

 

持続可能な開発目標（SDGs） 

2015（平成 27）年 9月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」に記載された 2016（平成 28）年から

2030（令和 12）年までの国際目標であり、開

発途上国の開発に関する課題にとどまらず、世

界全体の経済、社会及び環境の三側面を、不可

分のものとして調和させる統合的取組として

作成された。持続可能な世界を実現するための

17のゴール・169のターゲットから構成され、

地球上の誰一人として取り残さない（leave no 

one behind）ことを誓っている。 

 

実質ゼロ 

二酸化炭素等の温室効果ガスの人為的な発

生源による排出量と森林等の吸収源による吸

収量の差し引きがゼロになることを表す。 

 

循環型社会 

天然資源の消費量を減らして、環境負荷をで

きるだけ少なくした社会をいう。 

従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄型社

会」に代わり、今後目指すべき社会像として、

2000（平成 12）年に制定された「循環型社会

形成推進基本法」で定義されている。 

 

省エネ基準 

ここでは、「建築物のエネルギー性能の向上

に関する法律（建築物省エネ法）」に基づく、住
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宅等の建築物が備えるべき省エネ性能の確保

のために必要な建築物の構造及び設備に関す

る基準を指す。一次エネルギー消費量基準と外

皮基準がある。 

別途、「エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律（省エネ法）」では、家電等の省エネ基準

（トップランナー制度）が定められている。 

 

省エネナビ 

現在のエネルギーの消費量を金額で知らせ

るとともに、利用者自身が決めた省エネ目標を

超えると知らせてくれ、利用者自身がどのよう

に省エネをするのか判断させる機器をいう。 

 

省エネルギー診断 

専門家であるエネルギー管理士等が実際に

工場やビルなどの現場を調査し、その利用エネ

ルギーの現状等を診断し、最適な稼働方法や最

新機器への更新などの具体的なアドバイスを

受けることができるもの。 

 

正味ゼロ 

⇒「実質ゼロ」参照。 

 

食品ロス 

食品廃棄物等のうち、食べられるのに捨てら

れる食品をいう。日本の食品ロスの量は年間

522 万トン（2020（令和 2）年度推計値）と推

計されており、国民一人当たりの食品ロス量は

年間約 41 ㎏となる。これは、日本人一人当た

りが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているの

と近い量になる。 

 

森林吸収量 

森林の樹木は、光合成によって二酸化炭素

（CO2）を吸収し、炭水化物として炭素（C）を

固定し酸素（O2）を放出するが、同時に呼吸に

よって酸素を吸収し二酸化炭素を放出してい

る。このため、光合成による吸収量が呼吸によ

る放出分を上回った分が、樹木の成長量として

二酸化炭素の吸収に貢献しているといえる。 

 

水源涵養機能 

大雨が降ったときの急激な増水を抑え（洪水

緩和）、しばらく雨が降らなくても流出が途絶

えないようにする（水資源貯留）など、水源山

地から河川に流れ出る水量や時期に関わる機

能をいう。より広い意味では、水質浄化を含む

とされている。 

 

スマートホームデバイス 

スマートホームとは、家電などとインターネ

ットをつなぎ、スマートフォンやスマートスピ

ーカーでコントロールすることで快適に、便利

な暮らしを実現する家のことをいう。 

スマートホームは大別すると「デバイス」と

「管理システム」の2つからなる。デバイスは、

色や明るさを自由に変えられる照明や、スマホ

で遠隔操作できるロボット掃除機など、実際に

動くもののことをいい、管理システムとは、音

声で家電を操作できるスマートスピーカーと

いった、デバイスをコントロールするものを指

す。 

 

スマートムーブ 

通勤や通学、買い物、旅行などの日々の暮ら

しの中の移動について、地球温暖化の原因の一

つとされる二酸化炭素（CO2）の排出量の少な

い方法を選択するという取組をいう。スマート

ムーブでは、「公共交通機関の利用」「自転車、

徒歩での移動」「自動車の利用を工夫」「長距離

移動の工夫」「移動・交通における二酸化炭素

（CO2）削減の取組に参加」の 5つの取組が推

奨されている。 
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スマートメーター 

毎月の検針業務の自動化や HEMS 等を通じ

た電気使用状況の見える化を可能にする電力

量計をいう。 

 

生物季節 

植物や動物が季節に応じて周期的に示す現

象のこと。植物では開花や紅葉、落葉など、動

物では渡り鳥の去来やセミの鳴き始めといっ

た現象が挙げられる。 

 

生物多様性 

生物多様性条約では、生物多様性を全ての生

物の間に違いがあることと定義し、生態系の多

様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の

多様性という三つのレベルでの多様性がある

としている。 

 

ゼロカーボンシティ 

「二酸化炭素排出量実質ゼロ」の実現を目指

す自治体のことをいう。 

 

【 た 】 

太陽光発電 

太陽の光エネルギーを電気に変換する太陽

電池を使った発電システムをいう。 

太陽光発電システムは、太陽電池を配置した

太陽電池パネルと、太陽電池で発電した電気を

家庭用の交流電気に変換するインバータ（パワ

ーコンディショナ）で構成されている。 

 

脱炭素シナリオ 

現状趨勢（BAU）シナリオにおける活動量の

変化に加え、脱炭素社会の実現に向けた対策・

施策の追加的な導入を想定したシナリオをい

う。 

 

 

脱炭素社会 

地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素（CO2）

やフロンなどの温室効果ガス排出量と森林等

による吸収量との均衡を達成する社会をいう。 

 

脱炭素電力 

再生可能エネルギー等の二酸化炭素（CO2）

を排出しない電気のことをいう。 

 

脱炭素ドミノ 

脱炭素（温室効果ガス排出量実質ゼロ）の地

域モデルケース（先行地域）をつくり、それを

全国各地に波及させるという考え方で、政府の

「地域脱炭素ロードマップ」（2021（令和 3）

年 6月 国・地方脱炭素実現会議）の中で提唱

されている。これによると、今後 5年程度を集

中期間として既存技術を活用した対策を強化

し、2030（令和 12）年までにモデルケースと

なった地域で脱炭素の取組が集中的に行われ

る「脱炭素ドミノ」を全国各地で起こし、2050

（令和 32）年までの目標達成を目指すとして

いる。また、脱炭素ドミノのプロセスでは、二

酸化炭素（CO2）排出量を実質ゼロにすること

に加え、脱炭素の取組によって地域課題を解決

し、住民のくらしの質を向上させることが重要

であるとされている。 

 

断熱リフォーム 

住宅の断熱機能を向上させて、熱の移動によ

るロスを少なくするリフォーム工事をいう。 

 

地球温暖化 

人の活動の拡大によって、二酸化炭素（CO2）

などの温室効果ガスの濃度が上がり、地表面の

温度が上昇することをいう。近年、地球規模で

の温暖化が進み、海面上昇や干ばつなどの問題

を引き起こし、人や生態系に大きな影響を与え

ることが懸念されている。 



資料-24 

地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合

計画で、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の量

に関する目標、事業者・国民等が講ずべき措置

に関する基本的事項、目標達成のために国・地

方公共団体が講ずべき施策等について記載さ

れている。 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

（地球温暖化対策推進法、温対法） 

京都で開催された「国連気候変動枠組条約第

３回締約国会議（COP３）」における京都議定書

の採択を受け、日本の地球温暖化対策の第一歩

として、国、地方公共団体、事業者、国民が一

体となって地球温暖化対策に取り組むための

枠組を定めたものであり、1999（平成 11）年

に施行された法律。2021（令和 3）年の改正に

より、「パリ協定」に定める目標を踏まえ、2050

年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会

の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接

な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での

基本理念として規定された。 

 

地産地消 

地域で生産されたものを、その生産された地

域内において消費することをいう。食料自給率

の向上に加え、直売所や加工の取組等を通じて、

地域の活性化にもつながる。また、輸送に係る

エネルギー削減等の長所もある。 

さらに、東日本大震災等を契機に、分散型エ

ネルギー社会の実現を目指し、電力などのエネ

ルギーを地域で創り、地域内で消費しようとい

うエネルギーの地産地消という取組が進めら

れている。 

 

蓄電池 

1 回限りではなく、充電を行うことで電気を

蓄え、繰り返し使用することができる電池（二

次電池）のこと。電気代が安い夜間の電力、ま

たは太陽光発電で昼間に余った電力をためて

おき、使用することができる。 

 

適応策 

すでに現れている、あるいは、中長期的に避

けられない地球温暖化の影響に対して、自然や

人間社会のあり方を調整し、被害を最小限に食

い止めるための取組をいう。 

 

電動車 

電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド

自動車及びプラグインハイブリッド自動車の 4

種の自動車を指し、バッテリーに蓄えた電気を

動力のすべて又は一部として使用し走行する

自動車をいう。 

 

電気の二酸化炭素排出係数 

電気事業者が販売した電力を発電するため

にどれだけの二酸化炭素（CO2）を排出したか

を測る指標で、「実二酸化炭素排出量÷販売電力

量」で算出される。 

 

特定事業所 

温対法において定められている「一定以上の

大量の温室効果ガスを排出する」事業者および

その事業所を指す。（エネルギー起源 CO2排出

量の対象事業者の場合、全ての事業所の原油換

算エネルギー使用量合計が 1,500kL/年以上と

なる事業者） 

該当する事業所を有する事業者は、自らの温

室効果ガスの排出量を算定し、国に報告するこ

とが義務付けられている。 

 

トップランナー制度 

自動車の燃費基準や電気機器（家電・OA 機

器）等の特定機器に係る性能向上に関する製造

事業者等の判断基準を、現在商品化されている
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製品のうちエネルギー消費効率が最も優れて

いるもの（トップランナー）の性能、技術開発

の将来の見通し等を勘案して定めることとし、

機械器具のエネルギー消費効率の更なる改善

の推進を行う取組をいう。 

 

【 な 】 

熱中症警戒アラート 

環境省と気象庁が提供する情報で、熱中症の

危険性が極めて高くなると予測された際に、危

険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症の予防行

動をとるよう促すための情報をいう。 

 

燃料電池 

水素と酸素を化学反応させて、直接電気を発

生させる装置をいう。電池という名前はついて

いるが、蓄電池のように充電した電気を溜めて

おくものではない。燃料電池の燃料となる水素

は、天然ガスやメタノールを改質して作るのが

一般的で、酸素は、大気中から取り入れる。ま

た、発電と同時に熱も発生し、その熱を生かす

ことでエネルギーの利用効率を高められる。 

 

【 は 】 

バイオマス 

動植物から生まれた再生可能な有機性資源

のことで、代表的なものに、家畜排泄物や生ご

み、木くず、もみがら等がある。バイオマスは

燃料として利用されるだけでなく、エネルギー

転換技術により、エタノール、メタンガス、バ

イオディーゼル燃料などをつくることができ

る他、プラスチック化するなど幅広く利用する

ことができる。 

 

バックキャスティング 

未来のある時点における目標を起点として、

そこから振り返って、「いま何をすべきなのか」

を考える思考法をいう。 

ハザードマップ 

水害や土砂災害などの災害発生時に、危険箇

所や災害時の避難場所などを地図にまとめた

ものをいう。 

 

パリ協定 

2020（令和 2）年以降の気候変動問題に関す

る国際的な枠組であり、1997（平成 9）年に定

められた「京都議定書」の後継にあたる。京都

議定書と大きく異なる点としては、途上国を含

む全ての参加国に、排出削減の努力を求めてい

る点である。 

 

ヒートアイランド 

郊外と比べて都市部の気温が高くなり、等温

線を描くとあたかも都市を中心とした「島」が

あるように見えることをいう。都市部でのエネ

ルギー消費に伴う熱の大量発生と、都市の地面

の大部分がコンクリートやアスファルトなど

に覆われて乾燥化した結果、夜間気温が下がら

ないことにより発生する。 

 

フードシェアリングサービス 

売れ残りなどを防ぎたい小売店・飲食店や生

産者と、食べものを求める人や団体を、スマー

トフォンのアプリ等を通じてマッチングする

サービスをいう。 

 

フードドライブ 

家庭で余っている食品を集めて、食品を必要

としている地域のフードバンク等の支援団体、

子ども食堂、福祉施設等に寄付する活動のこと

をいう。 

 

フードマイレージ 

「食料の輸送距離」を指し、食料が生産地か

ら食卓に並ぶまでの輸送にかかった「重さ×距

離」で表す。フードマイレージの大きい食料、
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つまり遠く離れた生産地から届く食料は、輸送

や輸送までの保管に多くのエネルギーが使わ

れており、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素

や窒素酸化物が多く排出されていることにな

る。 

 

放射強制力 

平衡状態にある大気と地表とのエネルギー

のバランスが、さまざまな要因により変化した

際、その変化量を圏界面（対流圏と成層圏の境

界面）における単位面積あたりの放射量の変化

であらわす指標である。 

その要因の一つが温室効果ガスの濃度変化

であり、放射強制力が正の値の時、地表を暖め

る効果を持っている。 

 

【 ま 】 

マイクロ水力発電（小水力発電） 

一般河川、農業用水、砂防ダム、上下水道な

どで利用される水のエネルギーを利用し、水車

を回すことで発電する方法である。 

 

マイクロプラスチック 

一般に5㎜以下の微細なプラスチック類をい

う。プラスチックごみが波や紫外線等の影響に

より小さくなることにより、あるいは洗顔料や

歯磨き粉にスクラブ剤として使われてきたプ

ラスチックの粒子や合成繊維の衣料の選択等

によって発生する。製造の際に化学物質が添加

されていたり、プラスチックの漂流の際に化学

物質が吸着することにより、マイクロプラスチ

ックに有害物質が含まれていることがある。具

体的な影響は必ずしも明らかにされていない

が、含有・吸着する化学物質が食物連鎖に取り

込まれることによる生態系に及ぼす影響が懸

念されている。 

 

 

マルチベネフィット 

環境対策に伴って発生する付随的な便益を

いう。SDGs ターゲットに対して統合的なアプ

ローチを行う事で複数ターゲットの同時達成

につなげるという意味で注目されている。 

 

緑のカーテン 

「ゴーヤ」、「アサガオ」、「つるありインゲン」

などのツル性の植物を、窓の外や壁面に張った

ネットなどにはわせて、カーテンのように覆っ

たものをいう。 

日差しをさえぎることにより、室温の上昇を

抑えることから、自然の力を利用した夏場の省

エネルギー対策になる。 

 

モビリティ・マネジメント 

当該の地域や都市を、「過度に自動車に頼る

状態」から、「公共交通や徒歩などを含めた多様

な交通手段を適度に（＝かしこく）利用する状

態」へと少しずつ変えていく一連の取組を意味

するものである。 

 

【 ら 】 

リターナブル容器 

中身を消費した後に、容器などを返却・回収

し、洗浄して繰り返し使う容器のことである。 

 

リユース 

再使用。一度使用された製品を、そのまま、

もしくは製品のある部品をそのまま再利用す

ることである。 

 

レジリエンス 

回復力、復元力、弾力性とも訳される言葉で

あるが、近年、防災や環境分野において、想定

外の事態に対して社会や組織が機能を速やか

に回復する強靭さを意味する用語として使わ

れる。 
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【 アルファベット 】 

BEMS（ベムス エネルギービルマネジメント

システム） 

「Building Energy Management System」

の略称であり、ビルエネルギー管理システムの

こと。設備の運転状況やエネルギー消費を可視

化し、ビルの省エネ化や運用面の効率化に役立

つ。 

 

COOL CHOICE（クールチョイス） 

温室効果ガス排出量の削減目標達成に向け、

政府だけではなく、事業者や国民が一致団結し

て展開する国民運動のこと。日本が世界に誇る

省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、

温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促

している。 

 

Eco-DRR（エコディーアールアール） 

自然のままの土地利用を継続して自然災害

リスクのある場所を避け、万が一の事態になっ

ても生態系によってそのリスクを低減するこ

とをいう。 

 

FEMS（フェムス） 

「Factory Energy Management System」

の略称であり、工場におけるエネルギー管理シ

ステムのことを指す。工場全体のエネルギーを

管理することで省エネ化に役立つシステム。 

 

HEMS（ヘムス） 

「Home Energy Management System」の

略称であり、家庭におけるエネルギー管理シス

テムのことを指す。BEMS と同様に、家庭の省

エネ化に役立つシステム。 

 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル） 

1988 年（昭和 63 年）に、国連環境計画と世

界気象機関により設立された組織。 

世界の政策決定者に対し、正確でバランスの

取れた科学的知見を提供し、「気候変動枠組条

約」の活動を支援している。地球温暖化につい

て網羅的に評価した評価報告書を発表すると

ともに、適宜、特別報告書や技術報告書、方法

論報告書を発表している。 

 

ISO14001 

国際標準化機構（ISO）が発行した環境マネ

ジメントシステムに関する国際規格のことを

いう。 

 

PDCAサイクル 

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

見直し（Act）のプロセスを順に実施するサイク

ルのこと。最後のActではCheckの結果から、

最初の Plan の内容を継続（定着）、修正、破棄

のいずれかにして、次回の Plan に結び付け、

らせん状にプロセスを繰り返すことによって、

品質の維持、向上及び継続的な業務改善活動を

推進することが可能。 

 

PPAモデル 

「Power Purchase Agreement（電力購入契

約）」の呼称であり、設備設置事業者が施設に太

陽光発電システムを設置し、施設側は設置され

た設備で発電した電気を購入する契約のこと。

屋根貸し自家消費型モデルや第三者所有モデ

ルとも呼ばれており、施設側は設備を所有しな

いため、初期費用の負担や設備の維持管理をす

ることなく、再生可能エネルギーの電気を使用

することができる。 

 

REPOS（リーポス 再生可能エネルギー情報

提供システム） 

「Renewable Energy Potential System」

の略称で、全国・地域別の再性可能エネルギー

のポテンシャル情報等を、データと地図で可視
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化したウェブサイトである。 

 

RE100 

「Renewable Energy 100%」の略称で、事

業活動で消費するエネルギーを 100％再生可

能エネルギーで調達することを目標とする国

際的イニシアチブを指す。 

 

SBT 

「Science-based targets」の略称で、産業

革命以来の気温上昇を「2℃未満」に抑えること

を目指して、各企業が設定した温室効果ガスの

排出削減目標とその達成に向けた国際イニシ

アチブである。 

 

SSP シナリオ 

地球上の様々な可能性や条件を仮定して、気

候変動がどのように進行するか予測したもの

である。 

SSP は、将来の社会経済の発展の傾向を仮定

したもので、共有社会経済経路（Shaerd 

Socioeconomic  Pathways）と呼ばれている。

SSPシナリオは、社会経済の多様な発展の可能

性と緩和と適応の困難度で、SSP1～SSP5 の 5

つ（持続可能、中庸、地域分断、格差、化石燃

料依存の発展）に区分される。IPCC の第 6 次

評価報告書では、この SSP と 2100 年時点の

おおよその放射強制力（W/m2）を組み合わせ

たシナリオが使用されている。 

 

TCFDへの賛同 

G20 の要請を受け、金融安定理事会（FSB）

により気候関連の情報開示及び金融機関の対

応をどのように行うかを検討するため民間主

導で設立された「気候関連財務情報開示タスク

フォース（Task  Force  on  Climate-related 

Financial Disclosures）」を指す。TCFDは2017

年 6 月に最終報告書を公表し、企業に対し、気

候変動リスク、及び機会に関する 4 つの事項

（ガバナンス、戦略、リスクマネジメント、指

標と目標）について、開示することを推奨して

いる。「TCFD への賛同」とは、TCFD による提

言内容を組織として支持することを表明する

もの。 

 

ZEB（ゼブ） 

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略称で、

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費す

る年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロ

にすることを目指した建物のこと。 

 

ZEH（ゼッチ） 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で、

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるととも

に、高効率な設備システムの導入により、室内

環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを

実現した上で、再生可能エネルギーを導入する

ことにより、年間の一次エネルギー消費量の収

支がゼロとすることを目指した住宅のこと。 

 

【 数字・記号 】 

4R 

循環型社会を構築するために廃棄物処理や

リサイクルの優先順位として別項目で説明さ

れている 3R（「デュース（Reduce＝ごみの発

生抑制）」「リユース（Reuse＝再使用）」「リサ

イクル（Recycle＝再資源化）」に 1R「リフュ

ーズ（Refuse＝ごみになるものを買わない）」

をプラスしたものである。 
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